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第１回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  中里純人君 

   １．肥薩おれんじ鉄道について 

    （１）本市への肥薩おれんじ鉄道開業による経済波及効果と新幹線開業効果並びに貨物 

       輸送の現状について伺う。 

    （２）運営状況についての見解を伺う。 

    （３）基金拠出に対する見解について伺う。 

   ２．ＰＭ2.5の影響と本市の対応について 

    （１）本市の現状と影響の認識について伺う。 

    （２）独自の基準設定について伺う。 

    （３）市民へ防災無線等で告知すべきではないか。 

    （４）保育所や学校等への指導マニュアルの作成について伺う。 

   ３．川内原発再稼働について 

    （１）再稼働について伺う。 

       ①昨夏の原発停止下での電力の充足 

       ②脱原発の後退 

       ③最終処分場の未決定 

    （２）高レベル放射性廃棄物最終処分場についての本市の見解を伺う。 

    （３）市民への説明会とアンケートの実施について伺う。 

  濵田 尚君 

   １．公共施設及び観光地における案内板の設置、充実について 

    （１）総合運動公園内の整備も進み、今後は施設の利便性向上や利用促進を図り、交流

人口の拡大を目指さなければならない。そのためには案内板等の充実が必要ではな

いか。 

    （２）７月開館予定の薩摩藩英国留学生記念館へ安心してアクセスでき、また周遊しや

すい案内標識の設置や取り組みについて伺う。 

    （３）観光案内板や公共施設の表示板などの視認性や設置場所の一斉点検を実施し、地

域全体の戦略としての“わかりやすい”に重点を置いた施策の展開はできないか伺

う。 

  松崎幹夫君 

   １．市街地以外の人口拡大と住宅建設について 

    （１）羽島小及び小規模校４校の児童数の減少についてどのように考えるか。 

    （２）市街地以外の定住促進住宅、市営住宅及び分譲地について、現状と今後の見込み

はどうか。 

    （３）まちづくり協議会と連携した定住促進住宅の取り組みはできないか。 

   ２．薩摩藩英国留学生記念館の駐車場について 
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    （１）駐車スペースが少ないがどのように対応するのか伺う。 

    （２）将来的にはどう考えるのか伺う。 

  福田道代君 

   １．川内原発事故が起こった際の避難計画等について 

    （１）要支援者を含む避難計画はどうなっているのか。（私立幼稚園等では避難計画作

りの説明も聞いていないとのこと） 

    （２）市民の生命と財産を守る立場に立つ市長は避難計画に問題はないと思われるか。 

    （３）住民に対しての再稼働説明会は、希望する住民が全て参加できるように県に要望

すべきではないか。 

   ２．国保税の引き下げについて 

    高齢者は、年金が引き下げられ、さらに４月からは消費税が増税されようとする中で、

国保税の引き下げで負担軽減を図るべきではないか。 

   ３．食のまちづくり基本計画と学校給食について 

    （１）学校給食での地産地消の現状と推進について伺う。 

    （２）安定供給のための農業振興策について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（３月５日）（水曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  平 川 秀 孝 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   福 祉 課 長  東   浩 二 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   まちづくり防災課長  久木野 親 志 君 

教 育 長  有 村   孝 君   健 康 増 進 課 長  所 﨑 重 夫 君 

総 務 課 長  前 屋 謙 三 君   水産商工観光課長  中 村 昭一郎 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   農 政 課 長  満 薗 健士郎 君 

財 政 課 長  中 屋 謙 治 君   都 市 計 画 課 長  久見瀬 博 行 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君   食のまち推進課長  中 尾 重 美 君 

市 来 支 所 長  吉 田 裕 史 君   市民スポーツ課長  中 村 安 弘 君 

消 防 長  深 山 龍 朗 君   税 務 課 長  下迫田 久 男 君 

土 木 課 長  平 石 英 明 君   学 校 教 育 課 長  有 馬 勝 広 君 

生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君    

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成26年３月５日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、中里純人議員の発言を許します。 

   [12番中里純人君登壇] 

○12番（中里純人君） おはようございます。 

 私は、さきに通告いたしました３件について質問

いたします。 

 まず、肥薩おれんじ鉄道についてであります。 

 串木野、市来両駅の駅開業100周年記念並びに串

木野駅バリアフリー化事業完成イベントが去る２月

16日開催されました。串木野駅で行いました式典で

は、バリアフリー化に伴うエレベーターの設置や鹿

児島本線の敷設に尽力された本市出身の元衆議院議

長、長谷場純孝氏の胸像がお色直しされ、功績をた

たえたプレートが設置されました。イベント広場で

は、開設当時の貴重な写真展や地元特産品の販売場

は多くの市民で賑わいました。 

 鹿児島本線は、門司港駅から鹿児島駅間の400キ

ロメートルが路線でありましたが、八代駅から川内

駅間は肥薩おれんじ鉄道として九州新幹線が開業し

た2004年３月にＪＲ九州から経営分離され、第三セ

クター方式で再出発いたしました。開業９年目の

2013年度中に黒字決算の予定でありましたが、開業

２年目に大幅な赤字に転落して、経営安定基金の切

り崩しを行うなど、早くも経営危機を迎えていまし

た。 

 2010年の収入の内訳は、定期が78.8％、定期外が

21.2％で、通学客が約７割、観光客が２割を占めて

おり、沿線住民の利用客はわずか１割程度と、通学

客や観光客に依存せざるを得ない状況になっていま

す。観光列車おれんじ食堂の運行などの地元誘致活

動を頻繁に行って積極的な経営に乗り出しましたが、

2014年度には鹿児島県が設置した経営安定基金が底

をつくのが確実になるなど、今後の業績はまだ不透

明であります。経営安定基金は、第三セクター設立

からの内部留保金が2007年に枯渇したことから設け

たもので、支援は１回限りであると文書で確認して

あるということです。 

 報道によりますと、伊藤知事は新幹線の開業効果

と貨物輸送の恩恵は全県に及んでいるとして、向こ

う10年間の鹿児島県分の赤字額17億2,800万円のう

ち、10億円を宝くじの収益による県市町村振興協会

基金より拠出する意向を示しました。 

 そこで、伺います。肥薩おれんじ鉄道の開業によ

って本市にどのような経済効果があったのか、また、

知事が恩恵があると言われている本市の新幹線の開

業効果と貨物輸送の現状について伺います。 

 以上で、壇上での質問を終わります。 

   [市長田畑誠一君登壇] 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 中里純人議員の御質問にお答えいたします。 

 本市への肥薩おれんじ鉄道による経済波及効果に

ついては、オーシャンライナーやおれんじ食堂、お

れんじカフェによる波及効果や、ＪＲ貨物輸送に係

る効果が考えられますが、具体的には把握はしてお

りません。 

 新幹線による効果としては、観光入込客が２万人

増で推移しており、業種によっては10％ないし20％

の売り上げ増となっております。また、総合観光案

内所を訪ねる県外客も約47％の増、昨年５月のゴー

ルデンウィーク期間中のまぐろラーメンも前年比で

約3,300杯の増、関西・中国方面からの修学旅行生

は今年度11校、397人で年々増加しており、入込客

の消費行動に新幹線効果があらわれているのではと

考えております。 

 貨物輸送につきましては、１日４往復、毎日10両

から11両編成で運行されております。県内発の貨物

は平成24年度で26万5,000トン、県内着の貨物は19

万2,000トンであり、本市の主な貨物としては焼酎

が利用をされているところであります。 

○12番（中里純人君） 開業２年目にして赤字とな
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り、経営安定基金の切り崩しを行うなど県の見通し

が甘かったようですが、利用客は通学が約７割、観

光が２割、沿線住民の利用は１割程度と通学客や観

光客に依存せざるを得ない中、少子化で通学客が減

少するとますます状況は悪化すると思われますが、

今後の運営見通しについてどのような見解か伺いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 中里議員がお述べになられ

ましたとおり、収支実績として開業初年度は900万

円の黒字でした。２年目以降は赤字となっており、

平成24年度は２億1,700万円の赤字、資本金の純資

産額は13億7,000万円から３億9,100万円に減少して

おります。運転資金は平成23年度以降、会社の内部

留保金が枯渇し、短期借り入れを行っていますが、

残高が増加しております。資金繰りが厳しい状況で

あります。 

 平成20年度からは、鹿児島県、熊本県からの経営

安定基金の取り崩しによる補助を受けております。

このような中、利用促進策として、国内大手旅行会

社や東アジアからの誘客促進、オーシャンライナー

の鹿児島中央駅への乗り入れ、観光列車の運行など、

さまざまな取り組みをされ、利用促進を図っておら

れます。また、経営改善に向け、これまで改定のな

かった運賃の値上げも検討されておられるとのこと

であります。 

 しかしながら、平成25年度から平成34年度までの

10年間の収支見込みも、営業収益の減少や老朽化し

た施設整備の更新に係る費用の増加により、年間約

２億円から４億円、10年間で約33億円の赤字が見込

まれており、厳しい状況が続くと思われます。 

○12番（中里純人君） 拠出を求められています県

市町村協会基金によりどのような事業がなされてい

るのか、先日は町村議長会で不祥事が発覚しました

が、執行の責任並びにチェックはどのような機関が

行うことになっているのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 公益財団法人鹿児島県市町

村振興協会がございます。評議員７人で構成する理

事会で組織をされております。理事長は県市長会会

長の鹿児島市長、理事は県市議会議長会会長、県町

村会会長、県町村議会議長会会長、県市町村課長、

県市長会と県町村会の事務局長で、また、幹事は県

町村会の代表と県市議会議長会の代表で構成をされ

ております。 

 協会の事業としましては、県内市町村が行う災害

対策事業や公共施設整備事業等への資金貸付、市町

村職員等研修事業、市町村振興宝くじ交付金等交付

事業等を初めとする市町村の振興を支援する事業を

行っております。本市におきましては、県単急傾斜

地崩壊対策事業や県単補助治山事業の資金貸付等を

受けているところであります。 

○12番（中里純人君） 職員の研修事業や災害時の

緊急対策貸付金並びに被災者への生活支援金事業な

ど、市町村にとっては大事な基金のようです。 

 次に、県市長会で要請があったと伺いますが、市

長会総会では日置市の宮路市長は今までの経過を含

めて今回の要請は意にそぐわない旨の発言があった

やに報道されていますが、当時、１回きりの約束で

拠出した経緯について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 本市が１回限りの約束で出

捐した経緯についてであります。 

 平成14年10月31日に肥薩おれんじ鉄道株式会社が

設立後の平成15年２月３日付で県及び肥薩おれんじ

鉄道沿線自治体で構成する県並行在来線鉄道対策協

議会から非沿線自治体に対して支援要請がありまし

た。非沿線自治体で意見を集約した結果、肥薩おれ

んじ鉄道への支援をする方向だが、出捐要請は今回

の１回限りという支援内容案となり、協議文書を同

年８月８日付で県協議会に提出し、同年８月22日付

で県協議会から非沿線自治体へ１回限りの出捐要請

を受け入れる回答があり、同年11月28日付で非沿線

自治体から県協議会へ支援を行うことを回答してお

ります。 

 このようなことから、平成16年度に本市は旧市来

町が2,164万円、旧串木野市が3,004万円、合計

5,168万円を出捐し、鹿児島市旧松元町、旧伊集院

町、旧東市来町を含め、総額３億7,500万円を出捐

したところであります。 

○12番（中里純人君） この問題は１回きりの約束

であるという今までの経緯、県市議会議長会並びに

町村長会等への協力要請等に係る議会との関係、ほ
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かの人の関係や連携、熊本は県と沿線市町で負担す

るということですが、本県の枠組み変更の問題点と

今後の施策への影響など、多くの観点や整理しない

といけない課題がありますので、丁寧にかつ慎重に

判断しないといけない課題であることは間違いあり

ません。市長は、現時点で県の要請に対してどのよ

うなスタンスでいらっしゃるのか見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 県市町村振興協会の基金の

活用の要請に対しまして、去る２月５日の市長会定

例会において県及び沿線３市の市長から要請があり、

新聞でも報道のあったとおり、各市長からさまざま

な意見が出されました。今後、県市長会においてさ

らに議論されるかと思いますが、県や沿線３市は町

村会、市議会議長会、町村議会議長会にも協力を求

めていくこととなろうかと思います。いずれにいた

しましても、県全体としての取り組みとなりますの

で、それらの動向を注視しながら本市の判断をして

まいりたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 報道によりますと、町村会

への協力要請があり、湧水町長は、ＪＲ肥薩線の存

続について必死に取り組んでいるというような発言

もあったようですが、今までの枠組みを変えて新た

に県市町村協会基金の活用をするとなると、今後、

ほかの県の施策に関するものへの流用への道を開く

こととなります。大規模な災害時に活用できる大切

な基金であることから、なし崩し的に流用されない

ようにこの問題を慎重に判断しないといけないとの

思いです。答弁がありましたら伺いまして、この質

問を終わります。 

○市長（田畑誠一君） 中里議員が、今、お述べに

なられましたとおり、大切な資金であります。した

がいまして、慎重に判断をしなければいけないと思

います。これは、とりもなおさず県全体としての取

り組みとなりますので、今後、この動向を注視しな

がら判断をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○12番（中里純人君） 次の質問に移ります。ＰＭ

2.5の影響と本市の対応についてであります。 

 私は、昨年の第２回定例会でこの問題を取り上げ

ました。このとき、私の本市羽島測定局での数値が

高いことから、市独自の基準を設けて市民の皆様へ

情報提供できないかという質問に対して、当局は、

県の基準値により警報が発表されたとき、防災無線

等で外出を控えることや、屋外での運動を減らすこ

となどの放送を行うと答弁されました。しかしなが

ら昨年11月７日、本年２月３日、28日のＰＭ2.5の

本市を含めた本県への影響を考えたとき、市民の皆

様への健康に対する影響は看過できないものであり

ます。 

 まず伺いますが、私が質疑を交わして以来、本市

へのＰＭ2.5の影響はどのような状況なのか、影響

濃度は低くなっているのか高くなっているのか、具

体的な数字で、また、県内のほかの自治体と比較し

て本市はどのような状況か明らかにされたいのであ

ります。 

○市長（田畑誠一君） 御承知のとおり、本県のＰ

Ｍ2.5の状況につきましては、鹿児島県が６カ所、

鹿児島市が４カ所設置している大気汚染常時監視測

定局で監視をしております。本市の１年間の状況は、

昨年５月22日と２月３日午前中に遠くがかすみがか

かったようなかなりの数値が、一時的に70から80マ

イクログラム台と高くなりましたが、鹿児島県が注

意情報を発表する基準には達しなかったところであ

ります。また、ＰＭ2.5は、風向きに大きく左右さ

れ、本市は県土の西側に位置しているためＰＭ2.5

の影響を受けやすいようですが、年間の記録を見ま

すと本市だけが特別に高いという状況ではないよう

です。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまの市長の

説明に補足申し上げますが、平成25年度はまだ年間

の平均値は出ておりませんけれども、平成24年度の

微小粒子状物質、ＰＭ2.5の、県内の先ほどありま

した10カ所での測定、平成24年度はまだ８カ所です

が、その中での１年平均でいきますと、羽島局、こ

こは県内では５番目、全体で一番高いところが鹿屋

局で21.1マイクログラム、羽島局は18.2マイクログ

ラムとなっております。それと１日平均値のデータ

でいきますと、同じようにやはり高いところは鹿児

島市役所局、ここが39.5マイクログラムということ

で一番高いわけですが、羽島局は35.3マイクログラ
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ムと、この中では一番低い数値になっております。 

 あと、先ほどありましたが２月18日から24日まで

の数値におきましても、一番高いところが薩摩川内

局が高くなっておりまして、24日の１日平均でいき

ますと、27.5マイクログラム、羽島局は23.4マイク

ログラムということで、一応、３番目にはなってお

りますが、そう羽島局が飛び抜けて高いというよう

なデータになっていないと。 

 傾向につきましては、一昨年あたりからやはり高

くなっておりますが、これにつきましては、いろい

ろありますけれども、中国からの影響というのもか

なりあるようでありまして、先ほど市長が申しまし

たように、いちき串木野市、本土の西側にあります

ので、そういった風の影響も受けるのではないかと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 答弁いただきましたが、本

市の状況は、県内のほかの自治体と比較して平均し

ては変わらないようですが、私が調べましたところ、

２月28日の12時時点では本市が73マイクログラムに

対し、川内59マイクログラム、南さつま61マイクロ

グラム、鴨池42マイクログラムと突出しているよう

ですが、11月以降、３回も70マイクログラムを超え

ていることからしても、瞬時的には非常に高い数値

を記録していると思います。県の施策に任せるので

はなくて、本市独自で市民の皆様方へまずは情報の

提供した上で注意を喚起する基準を設けるべきでは

ないかと思うのです。 

 50マイクログラムを超えますと、私の住む島平か

ら木原山がかなりかすんで見えます。以前も述べま

したように、福岡市では独自に35マイクログラムと

いう基準を設けていますが、３月１日の福岡市のホ

ームページを見ますと、本日36.9マイクログラムで

基準値を超過している、呼吸器系疾患、アレルギー

疾患のある方は４項目の行動の目安を参考に行動し

てくださいという情報提供があります。県の基準値

と２段階で情報提供しています。 

 以前、質問しましたが、福岡市を初めとする他都

市の取り組みの調査は行われたのか伺います。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまありまし

た独自の基準ということで、他都市の調査というこ

とでありますが、県内ではそういった２段階の独自

の基準を持っているところはないというふうに聞い

ているところです。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 前回の質問の答弁で、県の

基準値により警報が発表されたとき、防災無線等で

外出を控えることや屋外での運動を減らすことなど

の放送を行うと答弁されましたが、県からは昨年の

11月から３回の高濃度情報が発表されたにもかかわ

らず、防災無線やホームページにおいて何ら情報提

供はなかったと思いますが、検討はされなかったの

か。市民の皆さんへ具体的注意事項を防災無線等で

知らせる仕組みをつくるべきと考えますが、見解を

伺います。 

○市長（田畑誠一君） ＰＭ2.5に関しての市民へ

の周知については、鹿児島県が１日２回測定してい

るデータをもとに、国が示している１日平均70マイ

クログラムを超えるかどうかで判断をしており、超

えると判断した場合は、午前８時から午後１時に注

意情報が発表され、市町村や関係機関へファクス及

びメールで連絡することとしておりますので、その

ときは直ちに防災無線により市民へ注意情報を放送

するように準備しております。また、県からＰＭ

2.5の濃度が高くなっているとの連絡があった場合

は、市といたしましても防災無線を使って市民への

広報をしたいと考えております。 

○12番（中里純人君） お知らせするという答弁で

すが、皆さん方も体験されてますように、70マイク

ログラムを超えたら視界も非常に悪く、息苦しくて

マスクが必要に感じるほどです。パソコンや携帯か

らはメールでの情報を入手できますが、それ以外の

市民の皆様への注意情報が必要です。 

 県の警報は85マイクログラムを超えないとお知ら

せしないわけでありますが、本市独自の基準に基づ

き情報提供をすべきと考えます。また、市民の皆様

への防災無線等での情報提供については、広報紙等

で十分に周知させることが肝要と思いますが、伺い

ます。 

○生活環境課長（住廣和信君） 先ほどから申し上
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げておりますが、県の注意情報は１日平均70マイク

ログラムを超える暫定指針でされるわけですが、そ

れに基づきますのが朝５時から７時までの３時間で

85マイクログラムを超えた場合、もしくは５時から

12時までの間で３時間連続して80マイクログラムを

超えた場合が、この注意情報の発せられる基準とな

っております。それとは別に県から、先ほどありま

した携帯、それからパソコン、インターネットを通

じまして、70マイクログラムを超えた場合、非常に

高い濃度で推移してますよという注意といいますか、

測定結果が流されます。 

 市としましても、一応、県から濃度が高い状態が

続いているというような情報提供があった場合に、

これは大体70マイクログラムですが、それを超えた

場合、これに基づきまして防災無線等で市民の方々

へ周知をしていきたいというふうに今後、考えてお

ります。それとあと、また広報紙等を使いましてＰ

Ｍ2.5についての周知も図っていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○12番（中里純人君） 小中学生が学ぶ学校や保育

園、幼稚園等と連携して幼い子供たちに対する指導

や注意喚起などについてはきめ細やかにかつ迅速な

指導ができるマニュアル、具体的には長時間の運動

をやめるとか、呼吸器系疾患の子供への対応、換気、

窓の開閉など、作成するべきと考えますが、見解を

伺います。 

○市長（田畑誠一君） ＰＭ2.5の保育所への連絡

体制につきましては、注意情報が発表された場合、

県青少年男女共同参画課から直接保育所へ連絡が入

るようになっております。市としましては、情報が

入り次第、メール、ファクスなどで各園へ連絡する

こととしております。また、学校関係では注意情報

は県教育委員会から鹿児島教育事務所を通じて市教

育委員会に連絡が来るようになっておりますので、

連絡があれば直ちに市内全ての幼稚園、小中学校に

通知する体制を整えております。 

 保育所や学校では、注意情報が発表された場合、

屋外での活動はできるだけ控えること、換気や窓の

開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入をでき

るだけ少なくすること、やむを得ず屋外で活動する

場合には必要に応じて防塵マスクなどを着用するこ

となどの対応を共通理解としております。 

○12番（中里純人君） 先日、朝のテレビ番組で工

学院大学の坂本教授が霧島の木々につく樹氷を分析

してＰＭ2.5の成分を調査したところ、水銀、鉛、

ヒ素、カドミウムなどの有害物質が検出された、中

国で産出されるレアアースのネオジムや多用されて

いる石炭の成分も多く、推測されてますように中国

から飛来していると判断できると報じておりました。 

 人体への影響については長期的な調査が必要でし

ょうが、まずは自己防衛しか対応策はないわけです。

共通理解により判断するということでありますが、

小中学校では学年や体力に大きな開きがあり一律で

はいかないでしょうし、幼児、特にぜんそくなどの

子供には独自の対応が必要と思います。具体的にど

のような対策をとられるのか伺います。 

○福祉課長（東 浩二君） ＰＭ2.5につきまして

の注意情報が出された際につきましては、保育所へ

のメール、あるいはファクス等によりまして、各園

に市のほうからも再度、通知をお流ししているとこ

ろでございます。その中で、各園に対しまして、先

ほど市長も述べましたけれども、野外での長時間の

運動はできるだけ減らす、あるいは換気や窓の開閉

は必要最小限にし、外気の屋内への侵入をできるだ

け少なくなるように対応することということを通知

の中で申し上げております。さらに、先般ございま

した市の保育所連絡協議会の中でもこの話題を持ち

出しておりまして、その中でもマスクの着用とか、

それぞれの児童に対する対応等について話をさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○学校教育課長（有馬勝広君） 小中学校の児童生

徒についてでございますが、先ほど、注意情報が出

された場合の共通理解の内容、学校の対応というの

は先ほど答弁がなされたとおりでございますけれど

も、個々に応じまして、やはり児童生徒におきまし

ては、呼吸器系やあるいは循環器系、いろいろそう

いう配慮をしないといけない体調、あとは疾病とか

そういうことを持ってらっしゃる児童生徒さんもい
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らっしゃいますので、やはり常日ごろからそういう

児童生徒の健康管理ということには十分配慮をして

おりますので、例えば保護者との連携をしっかりと

りまして、屋外での運動とかそういうものについて

は、十分、この子供さんは配慮しないといけないと

いうことを個別に十分、担任等が情報交換をして対

応しているわけでございます。そういうときにまた

注意情報が出された場合には、その子供さんは特に

健康管理等の健康観察をしっかりやっていくという

ことでございます。 

 なお、全般的な対応につきましては、市教育委員

会としましても校長研修会、それと教頭研修会、あ

と養護教諭等の研修会でも十分対策を周知して指導

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○12番（中里純人君） 次の質問に移ります。 

 川内原発再稼働についてであります。九州電力は

７月８日、再稼働の前提となる新規制基準による安

全審査を原子力規制委員会に申請しました。また、

１号機が運転開始から30年を迎えることから、稼働

期間を10年延長するために安全上、重要な設備や劣

化状況を踏まえた方針を策定し、申請しました。 

 原子力規制委員会では、政府の地震調査委員会が

原発周辺の活断層の長さや地震の規模が九電の規定

を大きく上回ったことを重視し、問題ないとした九

電の想定の甘さを指摘し、やり直しを求めました。

これにより、安全審査も半年ぐらい予定が大きくず

れ込んでいます。また、昨年の暮れに行われた全国

の火山学者を対象にしたアンケートでは50人中29人

が、川内原発は巨大噴火による火砕流や爆風の被害

を受けるリスクがあると考え、19名が再稼働に反対

しています。リスクがあることを国民に十分周知し

た上で再稼働の可否を議論すべきだと求めています。 

 伊藤知事は、新聞報道によりますと、川内原発１、

２号機の再稼働に前のめりになっているようですが、

その理由として、ことしの夏場の電力需要を挙げて

います。昨年の夏も心配されましたが、原発が稼働

しなくても全く大丈夫でした。市長は、伊藤知事の

再稼働前のめり発言と、その理由としてのこの夏の

電力需要との関係についてどのような見解をお持ち

か伺うものです。 

○市長（田畑誠一君） 電力の需給と再稼働のお尋

ねだと思います。 

 電力の需給は、需要面では企業や家庭の節電努力

が定着している一方、供給面では火力発電のフル活

動や他電力からの融通への依存により供給を確保し、

電力不足が回避されております。しかし、昨年の夏

におきましても、他電力で大飯原発が稼働中であっ

たものの、記録的な猛暑の中、代替の火力発電トラ

ブルにより需給が逼迫する局面があるなど、電力不

足が問題なく解消されていたとはいえず、緊急避難

的な供給となっているのが実態ではないかと考えて

おります。 

 エネルギー自給率が急低下する中、燃料輸入コス

トの増加など、国民生活、経済活動への影響が懸念

される状況は、エネルギー政策としては健全な状態

ではないと思います。再生可能エネルギーの普及拡

大に最大限努めながらも、短期的には安全性の確保

を大前提とした当面の稼働もやむを得ないのではな

いかと考えているところであります。 

○12番（中里純人君） 市長は再稼働についての見

解について、脱原発の方向を目指すべきであるが、

新エネルギーの安定的な代替には一定期間を要する

と考え、当面の稼働はやむを得ないと述べられてお

りますが、政府は民主党政権での原発ゼロを転換し、

エネルギー基本計画素案では原発を重要電源として

位置づけて脱原発の方針を破棄するようですが、新

エネルギーへの転換が後退するのではないでしょう

か。また、福島の事故も収束せず、原因究明もなさ

れていない中で海外へも積極的な売り込みも行って

いますが、どのような見解か伺います。 

○市長（田畑誠一君） エネルギー政策は、一義的

には国政の課題ではありますが、安全性を大前提と

して、安定性、生活、経済、安全保障、環境への影

響なども重要な観点として見きわめられるべきもの

であると考えております。 

 私は、再三申し上げておりますが、基本的には原

子力に頼らず脱原発の方向に向かうべきだと考えて

おります。今後、可能な限りその比率を減らすべき

であり、すなわち、申し上げましたとおり脱原発を
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目指すべきであるという考え方に変わりはございま

せん。エネルギー基本計画案に関しては、短期的に

は安全性の確保を大前提とした当面の稼働もやむを

得ないのではないかという点で現実的とも考えられ

ますが、将来的な原発の規模に関しては引き続き議

論がなされ、明確に示されていくべきだと考えてお

ります。 

○12番（中里純人君） 全国にある原発から発生す

る高レベル放射性廃棄物の最終処分場がない中での

原発の稼働については全く無責任であり、次世代以

降の人たちに大きなつけを残し、政策としての整合

性もないと今まで指摘されてきました。川内原発１、

２号機においても建屋内に高レベル放射性廃棄物が

蓄積されています。市長は、高レベル放射性廃棄物

の最終処分場がない中、また処分のあり方も定まっ

ていない中での川内原発再稼働についてどのような

見解か伺います。 

○市長（田畑誠一君） 高レベル放射性廃棄物の最

終処分場については、これまで地域支援措置の拡充

や公聴・広報活動の強化が図られてきましたが、候

補地の決定には至っていない状況であります。自治

体に公募する現行方式から国主導で候補地を選び、

自治体に調査受け入れを求める方式に改められるこ

ととされております。最終処分については、核燃料

サイクルとともに原発政策と密接にかかわるもので

あり、処分の方法やコスト、また、安全保障の問題

など、エネルギー政策の議論に当たって原発の維持

いかんにかかわらず、国により責任を持って検討さ

れるべき事柄であると考えております。 

○12番（中里純人君） さきの都知事選で最終処分

場がない中での原発の稼働について争点として取り

上げられましたが、その対策として国は昨年の12月、

市長もおっしゃいましたが、従来の公募方式を断念

して、科学的根拠に基づいて有望地を選定し、国が

複数の地域に申し入れると方針を転換しました。 

 北海道は条例で受け入れない、青森県は再処理工

場と引きかえに受け入れないと約束をしています。

もし、仮に私たちのまち、いちき串木野市へ最終処

分場の打診があった場合、まさか市長は検討すると

いうようなことは言われないと考えますが、見解を

伺っておきたいのであります。 

○市長（田畑誠一君） 最終処分場地への本市へ対

して打診があった場合というお話であります。本市

への打診があった場合としての仮定の御質問にお答

えするのはいかがかとも思いますが、私は市政運営

に当たって、何事においても市民の皆様に不利益を

及ぼさないという視点を大事にしております。その

ような案件に関しては基本的に受け入れがたいと思

っております。 

○12番（中里純人君） 答弁を伺いまして安心しま

した。１週間前の報道では、地質、地震、地下水な

どの専門家12人で構成される経済産業省の作業部会

は、国土の約７割が対象地となり、科学的な絞り込

みは不可能と見解を示しました。ますます選定は難

航しそうです。 

 次の質問に移ります。 

 市長は、再稼働についての見解について、規制委

員会において安全性が厳格に審査され、その上で国

の責任で地元へ説明がなされるとともに、市民の意

見・意向が十分に反映されることが重要であると述

べられましたが、国の説明並びに国による再稼働の

プロセスはどのようになっているのか。手続につい

てはどのような説明があったのか。また、市民の意

見・意向をどのように酌み取るお考えか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 市民説明会についてであり

ますが、住民説明と言えばいいんでしょうか、県は

本市を含む３回程度の説明会とともに理解度を問う

アンケートを実施する意向であり、また、規制委員

会においても、国民への意見公募や公聴会を実施す

る考えが示されております。より多くの市民が参加

され、御理解や御意見の反映がなされることが望ま

しいと思いますが、説明会へ全市民に参加していた

だくことは現実的には難しいのではないかと考えて

おります。説明会等の詳細は県から示されておりま

せんが、実施に当たっての柔軟な対応をお願いする

とともに、参加できない市民へもわかりやすい周知

がなされるような取り組みについて要望をしてまい

りたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 説明会について、今、述べ

られましたように、伊藤知事は再稼働の同意は知事
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と薩摩川内市だけでよい、住民説明会は立地市で２

回と本市で１回の計３回だけ開催する、鹿児島市な

ど原発30キロ圏内の緊急防護処置地域での開催につ

いては行わず、２市以外の市民は本市と薩摩川内市

の２カ所の説明会に参加することとし、定員を超え

たときは抽選する、説明会でのアンケート結果を判

断材料にするという考えでありますが、アンケート

結果はどのような内容なのか。薩摩川内市は市民だ

けの説明会を開催するということですが、本市もで

きるだけ全市民に説明会をし、アンケートを行うべ

きではないか、そして、その結果をもって意思表示

すべきではないかと思いますが、伺います。 

○市長（田畑誠一君） 県は説明会の開催とともに、

一般的な合意形成という観点から理解度等を問うア

ンケート調査の実施意向を示されておりますが、詳

細な考えや背景については現時点では把握をしてお

りません。説明会は必然的に規制委員会による安全

性の審査結果の説明が主体となり、県との調整も必

要となるものと考えておりますので、市独自の説明

会の開催、あるいはアンケート調査についてはいず

れも行う考えはございません。いずれにしても、安

全性の確保が前提でありますので、現在は規制委員

会における審査動向を注視せざるを得ない段階と考

えております。 

○12番（中里純人君） ３号機増設時の説明会には

市外からバスなどで多くの動員された参加者が押し

寄せました。あのようなことがないように市民のた

めの説明会は、ぜひ市民のために開催していただき

たい。 

 原発30キロ圏内の自治体アンケートによりますと、

再稼働の同意について、立地自治体のみは30、30キ

ロ圏内全ての自治体が58自治体となっており、国、

電力会社、立地自治体だけで決めることへの不満が

強いようです。市長は、市民の意見、意向が十分に

反映されることが重要であるとのお考えでしたが、

意思表示については昨日の同僚議員の質問の中で、

必要な意見は申すとの意見は述べられましたが、知

事や薩摩川内市のみの判断で決めてもらっては困り

ます。必要とされなくても準立地市としての意見を

述べて、判断基準としていただきたいのであります。 

 私は絶対に川内原発の再稼働は認めてはならない

と思いますが、改めて市長のお考えを伺って全ての

質問を終わります。 

○市長（田畑誠一君） 中里議員お述べになられま

したとおり、いわゆるＵＰＺといいますか、30キロ

圏内の自治体の皆さん方が説明会をやってほしいと

いう申し入れをしております。しかしながら、現段

階で知事は再三申しておられますが、おかげさまで、

本市はその中の一つとして説明会をするという位置

づけをしていただいております。ここで、大いに市

民の意見を反映させていただきたいと思っておりま

す。 

 この新規制基準というのは、地震、津波対策など

の設計基準の強化や重大事故対策の新設などを法定

義務として定め、基準としては高いレベルとなって

いるのではないかと思っております。規制委員会の

審査終了後には、鹿児島県により説明会、あるいは

理解度等を問うアンケート等を行う意向が示されて

おります。本市におきましても、説明会等における

御意見、市民の代表である議会の御意向を尊重しな

がら、必要な意見は申し上げたいと考えております。 

○議長（下迫田良信君） 次に、濵田尚議員の発言

を許します。 

   [10番濵田 尚君登壇] 

○10番（濵田 尚君） 通告に従い質問をいたしま

す。 

 初めての土地で触れた温かい応対や思わぬ親切が

旅の印象を大きく左右します。また、旅館、ホテル

やタクシー等による質の高いサービスの提供が観光

地としての価値をより一層高めていきます。本市を

訪れる多くの観光客が再び訪れたいと思うような観

光地いちき串木野づくりを進めるため、ホスピタリ

ティの醸成や観光関連事業者等の資質の向上、そし

てきれいな観光地づくりや景観づくりなど、観光客

を温かく親切に迎えるさまざまな取り組みを積極的

に進めなければなりません。 

 そのような中で、昨年、総合体育館が建設されま

した。総合運動公園が一応の完成を見たところであ

ります。このことは、市民の健康増進や体育力の向

上もさることながら、スポーツ大会や合宿の誘致な
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どにより、交流人口の拡大に寄与することと思って

おります。また、７月には薩摩藩英国留学生記念館

の開館を控えております。多くの観光客が訪ね、留

学生の功績や精神に触れながら歴史に思いをはせて

いただきたいと思うところであります。そのために

もさまざまな資料や情報を駆使しての魅力的な記念

館の運営ができるように、準備もしっかり行ってい

ただきたいと思います。 

 一方、それらの支援、体制の整備ということで、

今議会に観光交流課の設置の提案もされております。

観光施策の充実と交流人口の拡大を図るということ

ですので、常に来訪者の視点を持ちながら観光の最

前線で地域の活性化に貢献していただくものと確信

をいたしております。しかしながら、どんなに施設

や観光地などに魅力があっても、近くまで来ていな

がら知らなかった、迷ってしまったなどとなると充

実感や満足感は半減してしまいますので、そういっ

たことがないように努めたいものです。そのことを

踏まえれば、観光客等を受け入れる基盤として円滑

な案内や誘導などが重要であることから、以下、質

問いたします。 

 その１点目として、総合運動公園の整備も進みま

した。今後は施設の利便性向上や利用促進を図り、

交流人口の拡大を目指さなければなりません。総合

運動公園への誘導や帰る際の案内板等の充実が必要

と考えるが、伺います。 

 以上、壇上からの質問といたします。 

   [市長田畑誠一君登壇] 

○市長（田畑誠一君） 濵田尚議員の御質問にお答

えいたします。 

 本市では総合運動公園付近を初め、総合運動公園

への誘導案内板を設置しているところであります。

総合運動公園の体育施設利用者にわかりやすい案内

看板の設置や経済活動に波及するような観光案内板

等の設置についても関係機関と検討していきたいと

考えております。 

○10番（濵田 尚君） 今、答弁いただきましたけ

れども、まず最初にこの総合運動公園のパークゴル

フ場、そして多目的グラウンド、テニスコート、一

体年間どのくらいの来場者が24年、25年あったのか、

そこをもとにちょっと話をしていきたいので、教え

ていただきたいと思います。 

○教育長（有村 孝君） 総合運動公園の社会体育

施設の利用状況についてお答えいたします。平成24

年度は多目的グラウンド利用者は４万581人、串木

野庭球場利用者は8,037人、パークゴルフ場利用者

は２万7,807人、３施設合計で７万6,425人の方々が

利用されておられます。 

 なお、平成25年度におきましては、１月末現在で

はございますが、総合体育館利用者は、昨日、市長

が答弁いたしましたように3,723人、ほかの３施設

につきましては、おおむねではございますけれども、

多目的グラウンド利用者は約３万6,000人、庭球場

利用者は約5,750人、パークゴルフ場は約２万4,200

人でございます。４施設利用者合計は約６万9,700

人の方々が利用されております。 

 なお、大会時の応援の方々とかあるいは施設見学

の方々はこの数には含まれておりません。 

 以上でございます。 

○10番（濵田 尚君） 今、数字をお聞きいたしま

した。６万人から７万人というような、そして、体

育館で今現在でも3,000数名、そしてそれに付随す

る引率者や関係者がいますので、本当に相当な来場

者があります。そして、見て思うんですけれども、

確かに誘導板があります。交差点の角にあったり、

３号線からもありますけれども、もうひとつ小さく

て見えにくいといった気がするのは私だけではない

と思います。 

 薩摩川内市は国道の標識に267号線のところから

もう入っております。総合運動公園（アリーナ）と

いうような形で、もうそこから誘導していくわけで

すね。そして、今、消防局を新築中ですので、それ

とあわせてあそこの角にまた大きな案内板をつくっ

ていると。そして、東市来のほうもちょうど角に県

の消防学校がありますので、そこに大きな案内板が

ございます。そういったことを考えれば、国道から

しっかり総合運動公園はこちらですよという案内が

必要かと思いますけど、国土交通省と何かそういう

打ち合わせはされたのかどうかお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 本市としましては、総合体
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育館、多目的グラウンド、庭球場及びパークゴルフ

場の四つの体育施設への、今、言われました国道３

号や県道からの誘導案内板等の充実が必要だと思い

ます。今後、施設の利便性向上や利用促進を図るた

め、あわせて先ほどお述べになられましたとおり、

６万人、７万人以上、交流人口の増加というのは経

済効果をもたらすわけでありますから、そのための

道案内の誘導案内板の設置は非常に重要であります。

国道３号、県道ですから。今後、関係機関ともさら

に協議をしていきたいと思っております。 

○10番（濵田 尚君） そこもぜひ、検討していっ

ていただきたいと思います。それと、新しく体育館

ができました。インターからおりてすぐ上名トンネ

ルに入ります。そして、出れば右手に見えますね。

私は、あの見えるところにいちき串木野の総合体育

館ですよというような大きな看板があってもいいと

思います。それは県道からも見えますし、トンネル

を出たらすぐあそこに体育館があるんだということ

で、安心してそこに行けると思います。そして、あ

の場所は南九州自動車道からも体育館は認識されま

す。横断面で１万台近い車が通ると。それで、反対

から見えるのはその半分としても5,000台ですね。

5,000台の車から体育館の存在がわかるということ

になれば、いちき串木野の体育館はインターのすぐ

近くにあるんだよなというのがずっと認識されてい

くと思いますので、昨日、ネーミングライツのこと

の話やら出ましたけれども、それまでの間も、今つ

くって間もないですから、そういった表示というの

は必要と思いますけれども、見解をお伺いいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 大変ありがたい御提言をい

ただきました。市民待望のこの総合体育館は、市民

の健康づくり、それから競技力の向上はもちろんで

ありますけれども、力説をしておいでのように交流

人口を増やして経済効果をもたらしたいというのが

大きな狙いであります。そして、今、おかげさまで

もう７万人以上の利用者があの一帯にあるというこ

とは、施設の素晴らしさもさることながら、今、言

われましたとおり、交通アクセス、利便性がいい、

高速道路をおりた自動車道路の真下だという、２分

間で行くという、これが大きなやはり魅力になって

いるんじゃないかと思います。もちろんおもてなし

は大事ですけど。そういった意味では、あの高速道

路から、やはり総合体育館の大きな存在というのを

知らしめるというのは非常に効果的だと思います。

関係機関との協議もありますので、関係機関と検討

をさせていただきたいと思います。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ、検討していただきた

いと思います。 

 今、市長が述べられましたとおり、本当、高速の

インターから出てもう２分弱、地の利を生かしてと

いうようなことを昨日からも言われております。確

かに交通アクセスはいいです。そして、体育館、多

目的グラウンド、使えます。でも、逆を返せば、何

もなくそのままインターから乗って帰られてしまう

と思うんですよ。 

 今の現状を見たら、体育館のほうに入りまして、

今度、案内板ができております。パークゴルフ場が

あって、体育館があって、グラウンドがあってとい

うような形であるんですけれども、始まる前はみん

な余り余裕がないんですよね。どうにかして時間に

ちゃんと着きたいということであれなんですけれど

も、帰りを見ますと、何も案内板がなくて、まして

やどこもインターに行って帰るしかない。それでし

たら、本市を訪れてもらう機会が相当少ないと思い

ます。 

 ですから、今、既存の案内板の裏に、本当の誘導

のための、右は市比野ですよ、左は国道３号線です

よというのでもいいんですよ。でも、本市の観光の

ために誘導するのであれば、右は冠嶽園、観音ヶ池

市民の森、左は観光案内所というような、まずそう

いったところに誘導してもらうようにつくるべきか

なといつも考えます。これはもう体育施設の分野で

もございません。いろんな分野が絡まってますので、

市長、こういうことはしていくのが必要だよなと思

いますが、見解をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 現在、多目的グラウンドや

パークゴルフ場では、イベントの開催やＰＲ用のポ

スターなどを掲示し、総合体育館では市内の観光、

特産品等をＰＲするパンフレットを置いております。
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イベントの開催やＰＲ用ポスターなども掲示し、市

のＰＲに努めておるわけでありますが、今、御提言

のあられましたとおり、大きな狙いはここに来てい

ただいて交流人口の増大を図って、その方々に経済

効果をもたらしていただくということでありますの

で、それは本市の魅力であり、食であり、観光であ

ると思います。今、パンフレット等は置いておりま

すが、やはり、そういった誘導をする、食のまちと

して誘導する、観光のまちとして誘導をする、そう

いったのにもやっぱり意を用いるべきだと思います。

検討させていただきたいと思います。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ検討して設置していた

だきたいと思います。 

 そして、総合運動公園内を見渡して、施設の案内、

駐車場がどこにありますよ、パークゴルフ場はここ

にありますよというような案内板が二つほどありま

すけれども、やはり総合体育館のほうにも、そして

パークゴルフ場のほうにもこういった施設なんだよ

というような施設案内があってもいいと思います。

薩摩川内市は、行きますと、もうあちこちにあるん

ですね。というのが、駐車場があちこちに点在して

いるもんですから、駐車場へのやっぱり誘導とか施

設が多ければ多いほど、どこにあるんだというので、

やっぱりそこが親切だと思いますので、そういった

ところを考えていくのも重要かと思います。 

 そして、今、おっしゃいましたように、確かにパ

ンフレットはあります。でも、私も何度も行きます

けれども、そのパンフレットを誰かが持って手渡し

するんだったら、そのパンフレットの中身やら見る

人はいるかもしれませんけれども、なかなか手を伸

ばす人はいらっしゃらない、難しいのかなと、そん

な気持ちもします。それであれば、今、市来駅のほ

うにも観光案内板を製作中ですけれども、やはり、

総合運動公園内の一番見やすいようなところにもう

一つ設置してもいいのかなと思いますけれども、そ

の辺の見解をお伺いいたします。どんなものでしょ

うか。 

○市長（田畑誠一君） 非常に大事なことです。今、

おっしゃいましたとおり、確かに多目的グラウンド

とか、パークゴルフ場とか、ＰＲ用のポスターとか、

パンフレットは置いてあるんですけど、言われてみ

ますと本当に誰かが手渡しせんと取りませんよね、

確かに。そういう点はやっぱり工夫を、一声かける

とかすべきじゃないかなと思っております。 

 また、総合体育館は、おかげさまで大型の電光掲

示板も設置をしております。今後はやはり、この体

育館を利用される方に御相談をして、協力を得て、

本市の観光特産品などの紹介、情報発信や本市のＰ

Ｒにも努めて、スポーツを通した交流人口の増加に

一層拍車をかけたいという思いもしております。 

○10番（濵田 尚君） ちょっと先を越された感じ

がしますけれども、施設の案内板をぜひ検討してく

ださい。でないとやっぱり、この運動公園内にどう

いった施設があってどこに駐車場があってというの

が周知されると思いますので、ぜひ、御検討いただ

きたいと思います。今、市長が言われました大型モ

ニター、本当に5,000万円ほどかけて、横は4.5メー

トルですかね、そして高さが2.6メートル、203イン

チだそうですけれども、本当、１月18日の植樹祭の

日に本市のＰＲのために流れてましたね。本当、い

いことだなと思った次第です。 

 そういった中で、先ほど市長がもう言われました

けれども、主催者に許可をもらって、やはりその試

合の前、その試合の間、試合が終わってからも、や

はりその時期時期に合わせた形で、手づくりのＣＭ

というんですかね、そういったのを流すべきかなと

思います。通り一遍のダイジェスト版をいつも流し

てるのじゃなくて、観光案内所の皆さんであったり、

今度、予定される観光交流課の皆さんが、本当に心

温まるＣＭというのをたくさんの来場者の人に見て

いただいて、その帰りに立ち寄っていただく。それ

か、多くのイベントのＰＲなんかもできますね。ぜ

ひ進めていただきたいと思います。この5,000万円

の大型モニターの費用を本当に効果に結びつけてい

かんといかんと思いますので、ぜひとも取り組んで

いただきたいと思います。 

 そこで、関連ですけれども、交通安全上ですけれ

ども、体育館から出てきて県道に出るところなんで

すけれども、ほかの東駐車場にはちゃんと横断歩道

はあります。でも、そこはちょっと横断歩道がない



 
- 77 - 

んですね。ですから、非常に我々も通ってまして、

本当に止まらずにぱっと出てくる車両もいますので、

ここは警察等とも、うまく現場を診断しながら交通

安全対策というのも努めていただきたいと思います。 

 大型モニターの件と交通安全上の対策のことを、

御見解を一言いただきます。 

○市長（田畑誠一君） 総合体育館ができてから、

実は、市に対して食堂はどこ行けばいいんですかと

か、お土産はどこで買ったらいいんですか、実はそ

ういう真剣な電話が本当に相当来るんです。だから、

それほど皆さん方はそういったことをやはり期待を

しておられるということではないでしょうか。だか

ら、大型モニターはやはりいい機会ですから、あれ

を活用して工夫を凝らして、今、市がやっている市

政の案内とかあんなのじゃなくて、そうじゃなくて、

やっぱりもっと柔らかい人の心に届く、そういった

ことをＰＲを主催者に相談をしながらして、ここに

足をとめていただく、少なくともここへ来てよかっ

たという思いで、また来たいという思いで帰っても

らうというためにも、それは必要だと思います。 

 それからさっき、あの一帯のスポーツの拠点と言

っても過言ではないと思いますが、７万人を超す、

もう８万人も超すでしょうね、恐らく。それだけの

人が来てくださるわけですから、もう一つ大事なの

は今の交通安全対策だと思います。それにつきまし

ては、ちょっと現地を見ながらどういう方向がいい

のか、今後の課題とさせていただきたいと思います。 

○10番（濵田 尚君） 総合運動公園を出るときも、

よく「お疲れさまでした。またのお越しを」とか、

やはりそういう一言、そしてそのモニターでの最後、

「本日はお越しいただきましてありがとうございま

した」という、やはりそういうのが大事だと思いま

すので、ぜひ、そういったスパイスをきかせていた

だきたいと思います。 

 次に、２点目に移ります。 

 ７月開館予定の薩摩藩英国留学生記念館への、安

心してアクセスができ、また、周遊しやすい案内標

識や設置の取り組みについて伺います。 

○市長（田畑誠一君） ７月20日オープンの予定を

しております薩摩藩英国留学生記念館への案内標識

等についてでありますが、記念館については、これ

までも各種メディアの方を通して広く広報しており

ますが、これからもまた大事でありますけれども、

市内住民及び県内外から多数の来場者が予想される

ことから、記念館へ通じる主要な道路等に案内標識

を設置し、確実に案内できるよう計画をしてまいり

ます。また、記念館周辺は道路も狭いですので、バ

スや大型車両の通行も制限されることから、地元の

方々とも協議をし、記念館及び駐車場への誘導等に

ついても案内標識等により明確にしたいと考えてお

ります。 

 なお、大事な先ほどからおっしゃっております国

道からの案内ということになりますが、国道へのイ

ラストなどを用いた案内標識については、これは記

念館開館後となると思いますが、国道事務所等と協

議をしながら設置に向けた努力をしたいと考えてお

ります。協議をしてまいりたいと思っております。 

○10番（濵田 尚君） ぜひまた国交省とも協議を

して、できるように努力をしていただきたいと思い

ます。そして、案内板も設置を検討ということです。

そして、それもやはり本当に誘導しやすい、行きや

すい環境をつくっていくのが第一であります。そし

て、ドライバーの皆さんも高齢化社会へとなってい

きますので、本当に見やすい形で設置をしていただ

きたいと思います。 

 今現在も、鹿児島県がかごしまロマン街道という

ことで、薩摩藩英国留学生渡欧の地ということで、

うまい誘導板、案内板があります。あれとあわせて

一緒にそれを踏まえて、その間、間でまた入れると

かというのも十分検討していただきたいと思います。 

 そこでちょっとお伺いしますけれども、今度のに

ぎわい創出事業でフラッグを作りますよね。そのフ

ラッグなんかはどのくらい設置するのか、誘導とし

てのサイン機能としての工夫が何かなされているの

か、そこをちょっとお伺いいたします。 

○政策課長（田中和幸君） 新年度で予定しており

ます、にぎわい創出事業についての御質問でござい

ました。 

 この事業につきましては、街路のサインフラッグ

を40旗ほど、これは既存の串木野駅ですとか市来駅、
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神村学園前駅、それとロータリーとか国民宿舎、市

の公共物、人が集まりそうなところに街灯等を利用

させていただいて、そこに賑わいをつくるためのフ

ラッグを設置したいということで、それがおよそ40

旗ぐらい考えているところでございます。それと合

わせまして、今回、薩摩藩英国留学生、これは非常

に大きな市の観光施設ということで、羽島に行く県

道沿いぐらいに、今度は支柱と合わせてポールが旗

を掲げるような雰囲気づくりができるような形で、

それを30旗ぐらい作ろうという形で今後、予算を提

案しているところでございます。 

 以上でございます。 

○10番（濵田 尚君） 今、説明をいただきました。 

 駅にフラッグということで、非常に駅にしてもい

い形にはなるのかなと思いますけれども、例えば市

内の物産館なんかもそういったフラッグがあれば、

駅に来た人はすぐにはそこに行けませんけれども、

物産館に来た人はほとんど車で来られてます。そう

いう中でこのフラッグの話になったり、話題を提供

することで、そのまま車で記念館にもしかしたら誘

導できるかもしれないということを考えれば、駅よ

りも物産館とか、ましてやまた体育館であったり多

目的グラウンドというようなところまで考えられる

わけですよね。人が集まってその人がどうやったら

行くのか、効果的なところにぜひとも検討していた

だきたいと思います。 

 私は、これは全市的な取り組みですので、本当に

あちこちの物産館にあってもいいかと思います。予

算をまだつけたほうがいいよなというのもあるかも

しれませんので、ぜひ、効果的に展開していってい

ただきたいと思います。 

 そのフラッグの耐用年数はどんな感じですかね。

教えていただきたいと思います。 

○政策課長（田中和幸君） フラッグに関する耐用

年数ということでございます。 

 通常の固定のベースで考えておりますので、ただ、

塩害とかそういうものもあるかもしれませんので、

そこの部分は正確には把握しておりませんが、通常

の金属のそういう固定のポールの耐用年数ぐらいか

なと思っております。 

 それともう一つ、先ほど、いろいろと案内の標識

の話をいたしました。案内の標識につきましては、

およそ市道県道合わせまして50カ所ぐらい設置でき

たらというような形で考えております。それですの

で、そのフラッグとは別に案内、誘導体としては四、

五十カ所ぐらいを最終的には立てたいということで

計画しているところでございます。ですので、市内

の各地にそういう記念館はこちらだよというような

統一だった看板ができるので、市内に来ましたら、

大体、記念館というのはこちらの方向というのはわ

かるんじゃなかろうかというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○10番（濵田 尚君） 確かに鹿児島県の観光の動

向調査を見ても、鉄道、航空機も若干伸びておりま

すけれども、約半分は、50％からちょっと今度は下

がってるんですが、46％ぐらいが自動車なんですね。

観光バスを含む自動車なんです。そういったところ

を考えれば、そこに進入していく、ちょっと地元の

方とまた協議というようなところもありましたけれ

ども、できるだけその周辺でもうまく誘導できるよ

うにしていただきたいと思います。 

 駐車場の話で、この後に地元の方がいらっしゃい

ますので、１点だけよろしいですかね。駐車場は、

今、既存のところに数台とめるようになってますけ

れども、別にもまた確保されるのかどうか１点だけ

お伺いいたします。 

○政策課長（田中和幸君） 現在の建設中の記念館

の敷地には12台ほどの計画になっております。そこ

では、繁忙期といいますか、足りない部分があろう

かということで、周辺の部分に、羽島交流センター

とか、あと漁港でしたりとか、その辺のところに今

後、相談をしていく予定にしております。 

 以上でございます。 

○10番（濵田 尚君） やはり、繁忙期のときに駐

車場がどちらですよということで、しっかり駐車で

きて現地へ案内できるのが大事だと思いますので、

その辺の検討もしていただきたいと思います。 

 駐車場はもう後でされますので割愛しますけれど

も、今から留学生の記念館が地域の核となります。
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このような核となるような施設で、さまざまなとこ

ろから来訪者、観光客があるわけですけれども、そ

の近くに県でも羽島を歩くというような形でモデル

コースなんかもできてますよね。そういった中で、

地域の観光の案内板とか周辺施設の案内も、私は早

くから取り組むべきだと思います。市がするものな

のかもしれませんけれども、今後、まちづくり協議

会がするのかどうか、その辺がありますけれども、

市としての考え方はどのような考えをお持ちでしょ

うか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから観光に訪れる

方々の案内等をしっかりして、やっぱり心からのお

もてなしをという御提言をいただいておりますが、

まさにそのとおりであります。今、観光案内の案内

板の一つにフラッグの話がございました。駅等へフ

ラッグをということで考えておりますが、さっきか

ら言われますように観光客の多くは車だと。という

ことは、物産館とか勢いそういったところを訪れる

人が多いという、そういったところにも工夫をせい

というお話であります。まさにそのとおりでありま

す。 

 薩摩藩英国留学生記念館は、彼らの士魂に学んで

後世にしっかり伝えたいという、そして明日へ向か

って立ち向かう志高い人が育ってほしいという願い

を込めて、もちろん、本市だけでない鹿児島県の観

光に資するとの思いで記念館の建設に議会の皆さん

と取り組んでいるわけでありますけれども、大事な

ことは、今、言われましたとおり英国留学生記念館

は一つの大きな核ですけれども、これを通して本市

の食、歴史、これをめぐるコースをやはり線で結ば

なければいかんわけでありますから、そういった工

夫は、人の集まるところは工夫をしなければならな

いと思っております。 

 それから、御提言がありましたとおり、地元の人

の対応はどうかと、これが大事であります。地元の

ほうでは、プロデューサーの指導やらを受けながら

毎月１回例会もしておりますが、とにかく地元のま

ちづくり協議会、地元の方々がこの機会を新しい羽

島といいますか、地域づくりの出発点、未来に向け

ての出発点にして、あわせていちき串木野市の発展

の一助となるように頑張ろうということで、記念館

をただ見せるだけでなく、今、おっしゃいましたと

おり、あの町並みを歩く、それから、食べ物で昔な

がらの食べ物や工夫をしながらおもてなしをすると

かということで、一生懸命取り組んでおられます。

個人で食堂をしようかという人も出てきておられま

すし、自主的にボランティアガイドの方々も集われ

て、一生懸命勉強をしておられます。 

 まさにおっしゃいましたとおり、記念館を核とし

て地域全体が盛り上がるというのが大事であります

から、おかげさまでそういう形で地域の方も取り組

んでおられますので、大いに期待をしているところ

でございます。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ、地元、地域と一緒に

なって素晴らしい記念館の運営ができることを期待

したいと思います。薩摩川内市の駅からもバスが出

て羽島まで来ますよね。あちこちの駅に行けば、そ

ういった目玉になるような施設がオープンのときに

は、よく駅に張ってありますというか、電光掲示板

に開館、オープンとかというのもありますよね。で

すから、薩摩川内市の駅、中央駅に私はそういうの

があってもいいかなと思います。ちょっとその辺は

予算がどのくらいかかるのかわかりませんけれども、

ぜひ、たくさんの方が新幹線でおりられますので、

そういったところで周知をしていくというのは大事

だと思います。広告、宣伝でそういった考えはない

かお伺いいたします。 

○政策課長（田中和幸君） ＪＲ等へＰＲも兼ねて

ポスター等を張れということでございます。今後、

スペース等の都合もありましょうが、お願いをして

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○10番（濵田 尚君） ぜひ、前へ進んでいただき

たいと思います。 

 最後の３点目になりますけれども、これはちょっ

と大枠の感じです。観光案内板や公共施設の表示板

などの視認性や設置場所の一斉点検を実施し、地域

全体の戦略としての、わかりやすいに重点を置いた

施策の展開はできないかお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 観光案内板や公共施設の表
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示板などの設置についてであります。 

 まず、国道３号、高速道から一般道への分岐点な

どへの案内板や標識の設置につきましては、本市の

主な地域や施設がある市街地、漁港、西薩中核工業

団地などの場所を示す案内表示を国道事務所や県が

設置をしております。また、主な観光施設である観

音ヶ池や冠嶽園、国民宿舎などの案内表示について

は、観光協会や市で設置をしております。イベント

や行事等で市内外からのお客様をお招きする場合は、

臨時の案内板で設置をしているのが現在の状況であ

ります。 

○10番（濵田 尚君） 今、答弁をいただきました

けれども、確かに国道３号上に大きな道路標識の案

内板もありますけれども、あれを見ていて、例えば

市来のほうから来れば、左に串木野漁港というのが

もう三つ出てくるんですね。漁港が三つ出てくるん

ですけれども、こんな漁港だけ案内してもどうかな

と思いますよね。例えば、国道３号の市が設置しま

した観光案内板があります。たくさん載ってるんで

すけれども、照島海岸とか長崎鼻公園とかあるんで

すけれども、実際そこにはあってもそれから先に誘

導するのがないというような形ですので、何かそう

いうのを一斉点検してもらいたいと思います。 

 そして、大原の歩道橋のことはいつも言ってるん

ですけれども、やがて合併して10年たちますよね。

まだ串木野市の表示なんですよ。串木野市大原町で

すかね、歩道橋のところが。こんな８年、９年たっ

て、まだそのままというのは、これはどうなのかな

と思いますので、そういった点検もしていただきた

いと思います。 

 そして、例えば吹上浜荘の案内板があるんですけ

れども、それが１発目に出てくるのはしおさいのと

ころの看板なんですけれども、その後には大里のＡ

コープの前に出てきます。それが左に出てるんです

ね。左に出てるけど、よく見たら五つ目の信号を左

とか書いてあるんですよ。五つ目の信号はどこの信

号かだんだんわからんごとなっていくというか、そ

んな感じだと思います。ですから、案内板ですけれ

ども、やはり効果的に案内するためにはどうすれば

いいかというのを検討するべきだと思います。 

 例えば、シーサイドガーデンさのさ、名前がシー

サイドガーデンさのさだよなと思いながら、外へ出

てる看板は全部、串木野さのさ荘です。それも、今

でいえば、やはり字をどうやって潰さないように検

討していくかというのもあるんですよ。さのさ荘っ

て大きく書きますけど、遠くから見たら字が潰れて

しまうんですよね。書体にも相当こだわって、見や

すいようなところもありますので、ぜひ、検討して

いただきたいと思います。 

 そして、さのさ荘の看板も、一つあって、もう一

つあるんですけれども、それはほとんど認識ができ

ない感じです。向こうから来て、あれ、ここに看板

があったんだというようなところですので、そうい

う点検というのもしていただきたいと思います。 

 そして、さのさ荘のところも「いらっしゃいま

せ」の看板があるんですけれども、その裏に回れば

看板の真ん中に電柱が立ってたりして、あら、こん

なのどうなのかなと思いますね。ですから、「いら

っしゃいませ」で入ってきて裏に回れば「お気をつ

けて」というのもいいと思いますね。でも、やはり

同じいらっしゃいませというふうな感じですので、

そういった、本当におもてなしの心を持つ施設、人

であったりというのであれば、そういった看板にも

ぜひ気をつけていただきたいと思います。 

 そして、先ほど、国道３号の薩摩山からおりてき

たカラオケボックスの前、設置の場所が歩道が広い

んですよね。歩道が広くて、その向こうに立ってま

す。それが幾つですかね、かなりてんこ盛り状態と

いうか字の列挙で、あれを理解するのは至難のわざ

だと思います。上から８個あって、それも２列に書

いてあるんですね。あそこの交差点のところで車を

とめるということはまずできません。 

 ですから、私が提案したいのは、いろいろ載って

ますけれども、とにかくそこの観光案内所に行って

くださいと。観光案内所というのがそこにあるわけ

ですから、そこに誘導させると。そして、そこの観

光案内所の職員の皆さんに触れ合っていただきたい、

そこで、いろんな話をしていただきたいと思います。

まず、そこがまちの窓口になると思います。そこか

らその訪問者が何を求めているのか、どういうニー
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ズやウォンツがあるのかというのを探りながら、い

や、こういうところがありますよ、ここに行ってく

ださいよというような誘導ができたら本当のおもて

なしの部分になると思いますので、こういった看板

のあり方というのも検討していただきたいと思いま

す。 

 そして、市来のことですけれども。ちょっと飛び

飛びで申しわけございません。後で議事録を見れば

わかるようにします。ちょうどアクアホールに入る

手前に、昔、案内板が立っていたポールが残ってい

ます。それは、昔、国土交通省の道路維持出張所が

あった看板だと思いますけれども、あそこを利用し

て、左にアクアホール、吹上浜荘、右に川上という

ようなのができれば本当にいいと思います。 

 今、川上のほうに行けば、今度、民間の方が新し

くレストランなんかもされてますよね。そういった

中で、川上のほうに来ていただければいいですよと

なれば、案内しやすいと思います。そして、アクア

ホールでもいろんなイベントがあります。そのたび

に私どもはそこに、アクアホールはこっちですよと

いうようなのをしてるわけですよ。手前にも小さい

のがありますけれども、なかなか認識ができません

ので、市の施設ですので、そういったのを国土交通

省とまた検討していっていただきたいと思います。 

 いろいろ言いましたけれども、やはり一斉点検と

いうのが大事だと思います。市長、これをするべき

だと私は思いますけれども、見解をお伺いいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 本市を訪れてくださる皆さ

んに対しての案内はもちろんですけど、私たちの日

常生活の面でも、そういった案内板とかいったもの

は非常に、より的確なのは大事であります。いろん

なところの案内板標識等を今例に挙げられて、もっ

と工夫すべきじゃないかというお話をされました。

確かにそのとおりであります。 

 現在、設置されている案内板、表示板というのは、

設置年度、それから活用事業、設置者などがそれぞ

れ、御指摘ありますように統一性があるとは言えな

い現状だと思います。また最近では、一番効果が得

られると思う国道敷地への設置というのが、なかな

か難しい面もあるようなんです。 

 いずれにしましても、今後増加する観光交流人口

に対応するため、案内表示板、公共施設の表示板は

必要であると考えているところであります。案内板

等のさっき言われました視認性、設置場所の点検、

これは大事だと思いますので、実施をしてまいりた

いと思います。今後、どのような案内表示が効果的

なのか、設置場所に係る関係機関との調整、維持、

管理を含めた年次的な整備について、さまざまな見

地から検討してまいりたいと考えます。 

○10番（濵田 尚君） 年次的に行っていただきた

いと思います。現在、今、観光マスタープランの作

成にも当たっておられるようでありますけれども、

ぜひ、ほかの自治体ではそういった観光振興計画と

かそういった中に、おもてなしの部分でやはり観光

案内板の設置はしていこうやというような項目がた

くさん入っておりますので。本市も総合計画の中で

は入ってます。ですから、２月で、もうパブリック

コメントなんかもちょっと終わってますけれども、

そういったマスタープランに何かそういう整備なん

かもというような形で載ればいいなと思いますけれ

ども、委員の皆さんたちが検討されてますので、今

後、またしていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、案内板は目的地や観光

地へいかに円滑に誘導できるかです。ユニバーサル

デザインでピクトグラムの活用、わかりやすく絵み

たいなイラストにするという形ですけれども。そし

て誰にでもわかるように、そして、連続性の確保や

統一性、そして景観への配慮、そして、最近は外国

人の方もたくさんいらっしゃいますので、外国語表

記の検討、これらのことを積み重ねていくのがまち

の活力として映し出されると思いますので、このこ

とは観光交流の戦略として捉えていっていただきた

いと思います。その結果、交流人口の拡大につなが

ることを切望いたしまして、質問の全てを終わりま

す。 

○議長（下迫田良信君） ここで昼食のためしばら

く休憩します。 

             休憩 午前11時53分 

             ───────── 
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             再開 午後１時10分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、松崎幹夫議員の発言を許します。 

   [１番松崎幹夫君登壇] 

○１番（松崎幹夫君） こんにちは。私はさきに通

告いたしました２件について質問をいたします。 

 市街地以外の人口拡大と住宅建設について。私が

二十のとき、市長は串木野市の市議会議員であられ

ました。鮮明に記憶しておりますが、市長の選挙の

キャッチフレーズが「子供たちに確かな未来を」と

いう言葉でした。そのころはそんなに気にしたわけ

ではありませんが、なぜか覚えています。今、思う

に、人のために働こう、人の役に立とうという人は、

志を大きく持って考え、挑戦することが大事だとい

うことを思います。このたび、私も熱い思いで挑戦

し、市民の皆様方の負託を受け、議員活動をするこ

ととなりました。これから一生懸命勉強してお役に

立ちたい、立たなくてはと思っているところでござ

います。 

 さて、私は市政報告会などで少子高齢化が進み、

人口減少が続く中で、市街地以外の人口拡大と住宅

建設を訴えてきましたので、このことを最初の質問

としたいと思いました。市街地以外の今、５小学校

の子供たちの推移を申し上げますと、羽島小学校、

今年卒業が11名、26年入学が７名、27年が10名、28

年が９名、29年が３名。荒川小学校、今年卒業が13

名、26年入学が６名、27年が２名、28年が６名、29

年が２名。旭小学校、今年卒業が１名、26年入学が

４名、27年２名、28年３名、29年４名。冠岳小学校

が今年卒業２名、26年入学が１名、27年が１名、28

年が２名、29年が２名。川上小学校、今年卒業が２

名、26年が３名、27年が２名、28年がゼロ、29年が

１名。このように、児童数が減少しておりますこと

は、一つの小学校にとどまらず、その地域の活性化

にかかわる大きな問題だと思います。非常に難しい

問題だとは存じますが、この児童数の減少について

どのように考えるか伺いまして、壇上からの質問と

いたします。 

   [市長田畑誠一君登壇] 

○市長（田畑誠一君） 松崎幹夫議員の御質問にお

答えいたします。児童数の減少についてであります。 

 全国的に少子化の傾向にありますが、今後５年間

の本市の児童数の状況を見ても、先ほど各地方の学

校の状況をお述べになられましたが、年々児童数が

減少しております。こういった各地方の学校を守る

ために、本市では特認校制度というのを設けており

ます。この特認校制度の継続につきましては、これ

までも申し上げてまいりましたとおり、小学校は地

域のともしびであり、子供たちの元気な声、躍動し

ながら成長し続けていく姿は、地域の皆さんの明日

への希望だと私は思っております。そしてまた、地

域の文化の拠点でもあると思っております。したが

いまして、子供たちがいて保護者や地域が望まれる

のであれば小学校は存続させたいとの考えは今もち

っとも変わっておりません。 

 なお参考までに、この特認校制度の詳細につきま

しては、教育長に答弁をいたさせます。 

○教育長（有村 孝君） 本市における特認校制度

は、小規模校の児童数の減少を背景に、恵まれた自

然の中で小規模校の特性を生かして、個に応じた体

力づくりや学ぶ楽しさを体験させ、思いやりに満ち

た子供を育てたいと希望する保護者、児童に一定の

条件のもとに通学区域を越えて入学や転学を認める

ものでございます。特認校制度を利用している現在

の児童数は旭小学校７名、荒川小学校17名、冠岳小

学校４名、川上小学校２名で、合計30名の児童でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○１番（松崎幹夫君） 平成25年度の特認校制度の

利用者数は30名ということでございます。まだ今は

たくさんいていいことではあります。小規模校４校

は特認校制度により、地域の皆さん、先生方と特色

ある取り組みをもって今まで頑張ってきました。そ

の成果が確実に出ているのが小規模校４校であると

思います。同じように羽島小も市長がＰＴＡ会長時

代にさまざまな行事等で盛り上げ、地域をまとめて

頑張ってこられた姿が今も続いております。 

 市長も、市Ｐ連会長や串木野高等学校ＰＴＡ会長

など、青少年健全育成については一番の理解者でご
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ざいます。これだけ減少していく中ではありますが、

今、市長がお述べになりましたように、学校は地域

のともしびである、地域の皆さんの明日への希望で

あり、文化の拠点と言われました。この５小学校区

への思いをなお一層持っていただいて、ぜひ、そう

いう信念のもと思いを実現してほしいと思います。 

 次に、企業誘致による雇用の拡大、若者の働く場

の確保など、具体的な取り組みについて伺います。 

○市長（田畑誠一君） 人口減少の対策について、

企業誘致などについて具体的に述べよというお尋ね

であります。 

 人口減少や雇用対策につきましては、本市におい

てはこれまでも、定住促進団地への土地購入費助成

などや西薩中核工業団地未分譲地を購入し、土地を

賃貸する制度の創設など、定住環境の整備を進めて

いるところであります。さらに平成26年度から新た

な人口減少対策として定住促進団地以外に住宅建設、

購入された転入者への補助制度の創設や、中学校卒

業までの医療費無料化の拡充、乳児の紙おむつ支給

費の助成、また、地場産業支援補助制度を創設して、

地域雇用の確保と拡大に努め、若者を初め多くの市

民の働く場を確保していきたいと考えております。 

 議会の皆さん方の御理解、御協力をいただいて、

本市は企業誘致対策として、これまでの企業誘致に

対して思い切った政策を打ち出しました。例えば３

人以上雇用される企業が対象になりますが、例えば、

１人当たり今まで10万円補助を差し上げておりまし

たが、一挙に５倍、50万円差し上げることにしまし

た。また例えば、30人以上雇用なさった場合は、企

業に対して別途１億円の補助を出すということをい

たしました。その制度を活用して、契約を締結しま

したとおり、近々、これまで半世紀、本市の経済、

産業を支え雇用を守ってきたプリマハムさんが新し

く35人雇用するという規模拡大を図って、新工場を

増設するとのことであります。また、せんだっては

工業団地に濱田酒造さんが将来を大きく展望して、

さらに11名雇用をするということで立地協定を締結

いたしました。 

 これは、国の土地を安くで購入しまして、10年間、

土地を無償で貸せるという制度を打ち立てましたが、

それを活用されての第１号であります。こういった

こと等で企業誘致を図って、働く場の確保、特に若

者の皆さんの働く場の確保に努めたいと思っており

ます。 

 人口減少対策というのは、これは本当に、今、松

崎議員がお述べになられましたとおり、長期にわた

って戦術を練っていかなければならないことであり

ます。企業誘致、そしてまた子育てそのものに、さ

っき言いましたとおり中学生までの医療費無料化と

か、今回、打ち出しましたが、子育てそのものに支

援、さらに住宅政策のことも絡めてまちの総合的な

活性化、魅力あるまちづくりに努めてまいらなけれ

ばならないというふうに考えております。 

○１番（松崎幹夫君） 若者や子供たちがその地域

で増えることが一番であります。地域の元気であり

ます。この５小学校出身の若者はいずれ地元に帰り

たいと思っていると思います。取り組みとして、今、

市長が言われましたようにいろいろな補助、転入者

への補助金制度、中学校卒業までの医療費無料化、

乳児の紙おむつ購入費といろいろな補助等をいただ

いて人口増へとつながればと思います。 

 企業誘致等による雇用の拡大という部分では、今

言われましたプリマハム35人、濱田酒造11人という

雇用を今からしていただくという話でございます。

やっぱり人口増拡大については住宅問題が一番肝要

であると思いますので、私はこのまま、ここは次の

ほうに入らせていただきます。 

 人口拡大については住宅問題が一番であるという

ことで、市街地以外の定住促進住宅、市営住宅及び

分譲地の現状ということで、今現在、市街地ではウ

ッドタウン、酔之尾東団地、小城団地、文京町団地、

ひばりが丘団地、日ノ出町団地と、定住促進住宅や

市営住宅に多くの市民が定住しています。昨年の選

挙のときにウッドタウンを通りましたら、子供たち

がたくさん出てきて、本当にうらやましい限りであ

りました。やっぱり子供を増やすとなれば、この５

小学校を盛り上げるために住宅をつくっていただき

たいという地元の方々の声があります。若者を田舎

に戻す、帰ってくるきっかけは住宅建設だと思いま

す。 
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 市長、現状と今後の見込みがどうであるかお伺い

いたします。 

○市長（田畑誠一君） 若者等の入居を限定とした

定住促進住宅は、市の単独住宅である酔之尾東団地

の64戸のみであります。これも雇用促進のほうから

安くで購入しまして、安い家賃で特に80％は市外の

方に限定をして今、お入りをいただいております。

順次、かなりの方が入っておられるようであります。

ほかの市営住宅の入居条件は、公営住宅法に基づい

て全ての方が対象となります。 

 市営住宅の現状でありますけれども、羽島地区に

４団地39戸、荒川地区に１団地８戸、旭地区に３団

地23戸、冠岳地区に１団地６戸、川上地区に２団地

27戸で、計11団地103戸の住宅を管理しています。

建物の状況としましては、昭和40年代の老朽化した

住宅が４割程度を占めています。本市全体の現状に

おいても老朽化した住宅が大変多く、課題となって

おりますことから、平成23年度に市営住宅等の長寿

命化計画を作成をして、今後の住宅政策の方針を定

めたところであります。この計画では、当面、新規

建設はウッドタウンのみとし、既存住宅の建てかえ、

改修、用途廃止などの方針を定めております。 

 ちなみに、松下住宅及び珍ノ山住宅は平成26年度

に水洗化を計画しております。中組住宅は既に水洗

化等の改修を行っており、また、荒川住宅や芹ヶ野

住宅、金山住宅については水洗化等が整備されてお

り、現状のまま維持管理してまいります。羽島地区

は４団地とも老朽化した住宅でありますので、全て

の住宅を建てかえる計画としているところでありま

す。 

○１番（松崎幹夫君） 今、お述べになられました

ように、市営住宅については、荒川、芹ヶ野、金山、

川上、中組については維持管理ということでござい

ます。ほとんど入っていらっしゃるんですが、それ

でもやっぱりいろいろあると思いますので、継続し

て改修をしていただきたいというふうに思います。 

 冠岳の松下、川上の珍ノ山については、平成26年、

来年度に水洗化されるということでございますが、

若者は入ってきませんので、できるだけ早急に水洗

化を実現していただきたい。それと、定住促進分譲

地については、荒川地区にしろ、芹ヶ野地区にしろ、

羽島地区にしろ、その地域に帰りたい方々が新居を

構えて地域に貢献されております。家を建てた人も

補助金等があり、喜ばれていると感じます。また、

分譲地の対策として、今、お述べになられました平

成26年度に転入者住宅建設等補助金制度というのを

設けていただきました。若者にとっては資金不足で

あり、空き分譲地に市営住宅の考えはないかお伺い

いたします。 

 また、羽島地区は４団地とも建てかえということ

でございます。昭和41年、羽島大火により急遽建て

た住宅、もう47年がたっていますが、どこに計画さ

れるか、また、浜西住宅についてはいつごろになる

のかという部分をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 浜西住宅の建てかえはいつ

ごろかということでありますが、大変老朽化してお

ります。実は、ひさしのコンクリート部分が落下し

てきたことやらございまして、非常に老朽化してい

るところであります。そのようなことで、浜西住宅

については平成29年度を長寿命計画では計画したん

でありますが、今、申し上げたようなことで建物が

かなり老朽化している。したがって、早急な建てか

えが必要と考え、第一歩として今年度、入居者に建

てかえ箇所の意向について聞き取りを行っておりま

す。 

 また、残り、これは全部浜西も含めてですかね、

４団地とも相当老朽化しております。建てかえの時

期に来ておりますので、また敷地条件も今の場所で

はなかなか狭いとか、いろいろ好ましくありません。

したがいまして、皆さんの意向を聞いて、４団地を

１カ所にまとめて建設をしようかというふうに考え

ております。しかし、建てかえる場所になりますと、

また多くの課題もありますので、これらを整理しな

がら早急に場所を決定し、住宅建てかえに取り組ん

でまいりたいと思います。 

 またもう１点、分譲地のあいたところに住宅はで

きないかというお尋ねでありますが、市単独の定住

促進住宅につきましては、まちづくり協議会の皆さ

んとも十分協議をして、若者が定住したいという具

体的なニーズがあったら分譲地等を活用して検討し
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てまいります。 

○１番（松崎幹夫君） 今、市単独の定住促進住宅

につきましては、まちづくり協議会と協議し、若者

が定住したいという具体的なニーズがあればという

ことでございますが、まちづくり協議会のほうで住

むという方を見つけたら住宅をつくってくれるとい

うことでよろしいんですか。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の皆さん

方が、地域全体として、それこそまちづくり、まち

の発展、親睦融和、あらゆることに取り組んでおら

れますので、まちづくり協議会の方々で十分地域の

状況をお聞きいただいて、若い皆さんが、今、言わ

れましたとおり住宅あったら住んどというはっきり

したニーズ、約束ができたら、できるなら今の分譲

地のあいているところでも住宅を建設するという意

向であります、気持ちであります。 

○１番（松崎幹夫君） 私、今度、一般質問をする

に当たって、５地区のまちづくり協議会の会長さん

方とお話をさせていただきました。言われることが、

市政報告会で何度も言ってくっども進歩がないと、

松崎君、おまえがそれを言ってくれということであ

りました。まさか、今、市長からまちづくり協議会

のほうでまとまれば建てますよというようなお話が

来るとは思っておりませんでしたので、大変うれし

いです。そういう分では、即帰って協議会の方々と

お話をしたいという思いであります。 

 もう一つ、今の分で聞きますが、これは言えば、

分譲地じゃなくても地元の土地があったら、羽島、

荒川、旭、冠岳、川上、この５地区においてはそう

いうところでもできるということでよろしいんでし

ょうか。 

○市長（田畑誠一君） 冒頭に申し上げましたけれ

ども、やはり市内全体、それぞれの地域が、今言わ

れました５地区、荒川、川上、旭とか荒川とか、冠

岳、羽島、それぞれの地域にやはり元気がないと私

はいけないと思ってるんです。だから、最初に申し

上げましたとおり、小学校に関する限りは、学校が

ある限り、小学校は地域の宝、明日だと、明日への

未来だと、私は明日へということを思っております

ので冒頭で申し上げましたとおり、また、文化の拠

点でもありますので、地域をしっかり守りたいと思

うんです。 

 全体では26年度から新たに中学校までの医療費の

助成とか紙おむつの支給とか、それから、小城団地

とかあちこちの団地の中で優遇制度を、土地を買っ

たら100万円を限度として１割補助するとか、子供

さんがいたら３人まで、１人30万円、90万円、家を

つくるといったらまた50万円とか、そういう補助を

してるんですけれども、どうしてもまちの中心部が

それを活用されている傾向が多うございます。だか

ら、地域を救うのには、そういった要望があったら

それに応えるしか私は道がないと思っているんです。

それがまた最善の策だと思いますから、回りくどく

なりましたけれども、五つの地区でもそれぞれの地

域でも、そういう要望があったら市営住宅をつくり

ます。 

○１番（松崎幹夫君） 大変うれしい言葉でありま

す。市単独ということで、そういうような形で、私

も初めて一般質問して、まさかそういう答えが出る

とは思っていませんでしたので、それぞれのまちづ

くり協議会の皆さん方に伝えたいというふうに思い

ます。 

 それと、羽島地区４団地は１カ所にまとめて建設

するというような答えでございました。今、四つの

団地でありますので一つにしていただくということ

も大変うれしいんですが、できることなら２カ所ぐ

らいにというのが。余りにも１カ所では、また、今

のウッドタウンじゃありませんが、羽島地区もいろ

いろとありまして、やっぱりまとまってできますと

子供がそこに集まって集落でそこにしか子供がいな

いというような形になってきますので、できたら集

落を分けた２カ所ぐらいにできたらなという思いで

ありますので、そういう方向でもよろしくお願いし

たいと思います。 

 市営住宅については、全体計画の中で地域にも配

慮した建替えや改善計画をされていくということで

ありますので、その計画を少しでも早く実現してい

ただいて、今後も地域に合った住宅政策をお願いし

たいというふうに思います。 

 それでは次に、市内16地区で地域に根差したまち
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づくり協議会が立ち上がり、将来に向かって共生・

協働のまちづくりが始まっていますが、自分たちの

まちは自分たちでという思いであり、空き住宅を各

協議会が主体となって探していただき、それぞれの

補助金を活用して水回り等のリフォームをして、行

政、協議会、家主で協議をして、若者が住める家を

提供していく、そういうようなまちづくり協議会と

連携した定住促進住宅の取り組みができないかをお

伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の皆様が、

地域の課題解決や将来像の実現のためみずから取り

組んでいけるよう、地区まちづくり計画を作成をし

て、その計画に基づいて地区みずから優先順位をつ

けてソフト事業やハード事業に取り組まれておりま

す。まちづくり協議会が中心になって定住促進住宅

の整備を行うためには、まちづくり協議会で協議さ

れ、地区まちづくり計画に基づくハード事業として

実施していただくことになり、その補助率は９割で

100万円が限度であります。この制度をやっぱり活

用していただきたいというふうに考えております。 

○１番（松崎幹夫君） この前、課長との話の中に、

私も自分たちで計画したのが、浄化槽補助をもらう、

そしてリフォーム補助をもらう、そういう中で家主

さんと協議会が協議して空き家対策として住宅を改

修して若者に住ませるという思いであります。です

から、そういう分では、さっき家をつくっていただ

くというような話が進んでいきましたのでうれしい

んですが、協議会自体は一向に進まないからそうい

う空き家対策をどうかしたいという思いであられま

すので、補助的なものとしては、今私が言いました

けれども、ハード事業の100万円、浄化槽やリフォ

ーム補助等の補助という分でありますが、まだ何か

あったら、先ほど言われましたけれども、平成26年

度は転入者住宅建設等の補助制度も設けるというこ

とでございましたので、できるだけいろんな補助が

あって、その中で安くで家主さんが改修していただ

く、それを若者に住んでいただくというような思い

でありますので、そういう部分ではいかがでしょう

か。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の皆さん

の取り組みに対しては、ハード面で100万円を限度

として９割補助の制度を活用していただきたいと申

し上げました。９割の補助ですから、事業費として

は110万円ぐらいになりますかね、100万円が限度で

すから。それに対する９割ですから、おおよそ110

万円ぐらいの事業費になると思いますが。 

 あと、浄化槽やリフォームの補助というのを市は

行っておりますけれども、これは個人が対象であり

ますから、まちづくり協議会の対象にはなりません。

だから、まちづくり協議会のハード事業は補助事業

でありますので、他の補助事業との併用は二重補助

になることから、まちづくり協議会に、リフォーム

も、それから浄化槽補助も一緒にということはでき

ない。二重補助になってはいけませんので、こうい

う制度でありますので、その辺は御理解をいただき

たいと思います。まちづくり協議会の皆さんは、要

するに、さっき申し上げましたとおり100万円を限

度とした９割補助を活用していただきたい、今、浄

化槽補助とリフォーム補助は個人が対象であるとい

う、ここらを御理解いただきたいと思います。 

○１番（松崎幹夫君） 大変、失礼しました。補助

金同士が重なるというのはだめということでござい

ます。ならば、何とかして私は補助金をつけたいん

です。何でかというと、さっきも言いましたように、

まちづくり協議会の皆さん方は空き家対策としてど

げんかして若か衆に住んでほしいという思いがあら

れるんです。だから、私が館長さん方に言ったのは、

ハード事業の100万円もあっで、浄化槽補助もあっ

で、リフォーム補助もあっでという話をしてしまい

ました。 

 話がまとまってきませんが、そういう分では、や

っぱり反対に貸付制度というのを市のほうでつくっ

ていただいて、いえば浄化槽補助とリフォーム補助

を家主さんが利用して改修する、そして貸付制度を

設けていただいて家賃収入で返すというような補助

制度というのはできないんでしょうか。今、勝手に

つくりましたが、そういうのができたらですね。 

○市長（田畑誠一君） まちづくり協議会の皆さん

には、５カ年の地区のまちづくり計画を策定しても

らって、事業実施をするに当たっては、地区内での
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意見など、十分論議をして、議論を重ねていただい

て優先順位をつけて、地区の総意のもと事業を行っ

ていく意味でも、極めてこれは重要であると考えて

おります。この地区まちづくり計画は、計画期間中

でも地区内の総意により見直し、変更をしていただ

くことができます。なお、５カ年計画策定前であっ

ても、まちづくり協議会が空き家活用などに取り組

みたいという場合は、５カ年計画に位置づけること

を前提に単年度計画を策定されることで事業を選考、

実施できるよう、弾力的な運用を図ってまいりたい

と考えております。 

○１番（松崎幹夫君） 市長、それぞれのまちづく

り協議会の皆さん方は、年間計画の中に入れて空き

家対策の件についてはやっていくというお話をされ

たんです。ですから、今、市長が言われた、そうい

う計画の中に入れていただければという話でした。

ですから、その中には入れますけど、そういう補助

等を何か、また私が今勝手につくりました貸付制度

というようなのがまたできたらというお願いを今し

たところであります。 

 100万円のハード事業以外に何もないとなれば、

家主さんも、もうそんならいいですというような形

になってくると思うんです。ですから、そういう空

き家対策の部分で何とか若者に住んでいただきたい

という思いから、今つくりました貸付制度なんかを

していただけるような形ができたら、またそこに家

賃収入での返還ということでできていくんじゃない

かなという部分では、行政側からどこか返事はない

でしょうか。 

○政策課長（田中和幸君） 今、松崎議員のほうか

ら貸付はできないかということでした。実を言えば、

これは23年の６月議会で枇榔議員さんのほうからも

同様な御意見がございまして、貸し付けができない

のかという部分での答弁を市長が申し上げ、内部の

ほうでもいろいろ協議いたしました。貸し付けとな

りますと、まちづくり協議会の方々が向こう５年で

すか、６年ですか、家賃収入を得ながら返していく

というような部分で、かなり長期にわたって債権を

返していくことがどうかということもございまして、

そのときの答弁としましては、貸付制度よりもまち

づくり協議会へのハードの補助金、９割補助をしま

すので、こちらのほうで何とかならないものでしょ

うかという形での答弁を差し上げたところでござい

ます。これにつきまして、そういう道が今後もある

のかどうかということは今後の検討課題になるのか

なというふうには思いますが、現在の段階では貸し

付けはなかなか厳しいなというような答弁を申し上

げたところでございます。 

 以上でございます。 

○１番（松崎幹夫君） やっぱり、何といいますか、

まちづくり協議会の皆さん方の思いは、今日は先ほ

ど市長さんが言われまして、まちづくり協議会に熱

意があればそういう住宅建設もしていただくという

話をいただきました。ですから、今度は空き家対策

といたしまして、やっぱりそういう形で何らかの補

助というのをまた創設していただければというふう

に思いますので、御検討をいただきたいというふう

に思います。 

 それでは、この人口増の質問については終わらせ

ていただきたいと思います。 

 次に、薩摩藩英国留学生記念館の駐車場について。 

 間もなくしますとすばらしい記念館が完成いたし

ます。若いときから長年、地域の先輩方と一緒にな

って羽島地域の史跡の顕彰にかかわってまいりまし

た。先輩たちの指導を仰ぎながら、平成元年から黎

明祭を４月に開催してきております。小学校、中学

校の子供たちの留学生に扮したすばらしい発表など、

地域、子供、学校、三者一体となった取り組みがこ

の記念館の建設に至ったのだと感慨深いものがあり

ます。特に市長、市長におかれましては並々ならぬ

計画と実行に敬服する一人ですが、建設を機にたく

さんの観光客の入り込みなどが予想されます。今の

車社会の時代に駐車スペースが少ないが、どのよう

に対処するかお伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 薩摩藩英国留学生記念館の

駐車場についてであります。 

 現在、薩摩藩英国留学生記念館に併設された駐車

場は、平成21年度鹿児島県にぎわい回廊整備事業に

おいて整備をしていただきました。普通車12台、小

型マイクロバス２台の対応となっております。７月
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20日に開館する記念館は本市観光の目玉であり、市

内外から多くの集客を図ることを目指しており、記

念館周辺において多くの集客にたえ得る臨時駐車場

の確保が必要であると考えております。 

 その対策としまして、平日対応の臨時駐車場とし

て、羽島交流センター及び光瀬港を想定しておりま

す。また、祝日、休日及びイベント時は一層の来場

者が見込まれることから、羽島小学校並びに羽島中

学校を臨時駐車場として想定しており、これらの駐

車場で対応できるのではと考えております。また、

現在、記念館運営に対して小型バスの寄贈を受ける

計画があります。この小型バスを羽島交流センター

や光瀬港等の記念館周辺臨時駐車場から記念館まで

の送迎に活用したいと考えております。 

○１番（松崎幹夫君） 大型バスなどは記念館前で

おりてバスだけ駐車場に運べばいいんですが、一般

で来た人にとって、交流センターからと光瀬港から

となると、500メートルほどあります。500メートル

です。県内の施設でこれだけ離れては駐車場はあり

ません。１回来たら２回目はないという感じがして

しまいますが、そこは地元の住民が応援団になり、

ボランティアガイドで説明したり、婦人会による湯

茶接待等による遠いと感じさせないおもてなしによ

る取り組みができたらと思っていました。しかし、

バスの寄贈という追い風が吹いたようでありますの

で、小型バスの寄贈と言われましたが、誰からか、

何人乗りのバスか伺えればお願いをいたしたいと思

います。 

○政策課長（田中和幸君） バスに関しましては、

関東在住の本市出身者の方から25人乗りの小型バス

を寄贈したいということでありまして、現在、その

方が塗装とかそういう部分を発注中というふうに伺

っております。 

○１番（松崎幹夫君） 済みません、もし運用方法

まで計画ができているならお伺いいたします。 

○政策課長（田中和幸君） これも26年度の当初予

算の話になるんですけれども、できましたらそのバ

スを譲り受けまして、運転手さんにつきましては市

のほうで雇い上げまして、一般的には羽島の駐車場

から記念館への輸送、それと記念館等に団体のお客

様等が来られるというようなときに、市内に来られ

た段階での専属の送迎車両、団体用の予約制の送迎

車両というような形で現在のところは考えていると

ころでございます。 

○１番（松崎幹夫君） 大変うれしいことでありま

す。バスをいただくということで、25人乗り、余り

大きくても光瀬港のほうへは行けませんので、そう

いう部分ではよかったなという思いがしております。 

 運用方法についても運転手さんやら、そしてまた

毎日走らせるとなれば、また考えていかないといけ

ないというふうに思いますけれども、せっかくバス

をいただいて、フル回転で使うためにも運行表まで

つくっていただいて、あいた時間帯に羽島めぐりを

するという計画もまたおもしろいんじゃないかなと

いうふうにも思います。羽島崎神社、サンセットパ

ーク、白浜温泉、万造寺斉生家跡など、そういう計

画もいかがでしょうか。 

 それと、小学校中学校のグラウンドは臨時駐車場

と言われましたが、雨が降ったら絶対に使えない場

所であり、駐車場としては期待できないというふう

に思います。ただ、先ほど申しました浜西住宅につ

いて、駐車場にはできないのかお伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 浜西住宅の移転、改修とな

った場合には記念館の駐車場に使いたいというふう

に考えております。 

○１番（松崎幹夫君） 平成29年度が建てかえ計画

ということでございましたので、できるだけ早く、

コンクリート等も剝げ落ちて危険でありますので、

早急な移転をお願いできたら、また駐車場になって

いくんじゃないかなというふうに思いますので、御

検討をお願いしたいというふうに思います。 

 先ほども濵田議員のほうからもありましたように、

標識について市内や薩摩川内市からアクセスする道

路にしっかりした標識を立てていただいて、記念館

につながるようにお願いをしたいと思います。また、

駐車場への標識、案内板も大きく見通しのよいとこ

ろに計画していただくように御検討ください。また、

観光客が増えると交通量が増えることにより事故等

が増える可能性もあります。ですから、安全対策も

より一層の御検討をお願いしたいと思います。 
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 次に、７月20日に開館して多くの来場者に期待し

ながら、19名の留学生の史実を紹介、展示するすば

らしい館として、１回だけでなく２回、３回と何度

でも足を運んでいただく施設になるよう一致協力し

て盛り上がるためにも、駐車場は隣接するところに

構えることが一番でありますが、将来的にはどう考

えるか、市長、お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどからお述べになって

おられますとおり、駐車場の確保というのは一番大

きな、まさに喫緊の課題であります。ただ、松崎議

員御存じのとおり、あの地域は密集して、なかなか

空いた土地といっても余りないような状況ではあり

ますけれども、そんな中でも周辺の空き地等につい

ての調査を行って、将来的に駐車場として活用でき

るところがないか検討を重ねていきたいというふう

に考えております。 

○１番（松崎幹夫君） ここまで市長の思いを通し

てでき上がる記念館でございます。市長の言葉が空

き地の状況を調査して検討するぐらいじゃなく、も

う記念館の西側に駐車場をつくいがという言葉は出

てこないでしょうか。市長、よろしくお願いします。 

○市長（田畑誠一君） 多分、海岸の埋め立てとい

うことだと思うんですけれども、それはいろんな地

元の皆さんの意向、漁業者の皆さんの意向、そして

また県とか協議するところがいっぱいあります。願

わくばそうしなければもう足りないというぐらい、

まず、観光客、そしてまた勉強に来ていただいたら

なということを考えておるところであります。 

○１番（松崎幹夫君） ありがとうございます。こ

のことについては、私がまた勝手につくってしまい

ました。私も記念館には思いが強いです。出航の日

が私の誕生日でございます。皆さん、覚えててくだ

さい。４月17日、留学生ではありませんが、志を大

きくして頑張っていきたいと思います。皆様方とと

もに留学生記念館が栄えるようにお願いしまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（下迫田良信君） 次に、福田道代議員の発

言を許します。 

   [３番福田道代君登壇] 

○３番（福田道代君） 私は、日本共産党を代表し

て、さきに通告した問題について田畑市長に対して

質問いたします。 

 まず、冒頭、東北を襲った大地震から来週の火曜

日で満３年を迎えます。地震、津波により亡くなら

れた方々への御冥福をお祈りするとともに、福島第

一原発の放射能によりふるさとを失われた方々に心

よりお見舞いを申し上げます。炉心のメルトダウン

や水素爆発という未曽有の大惨事を引き起こした福

島第一原発の事故原因も天災か人災か不明確なまま、

ともかく廃炉に向けた作業は緒についたばかりです。

さらに、連日発生する放射能に汚染された地下水は

増加し続け、海水を汚染し、収束の道は見通せない

状況が３年も続いています。こうした状況のもと、

共同通信社が全国の原発から半径30キロ圏内の136

の自治体に再稼働についてのアンケートを実施し、

全ての自治体から回答を得たと３月２日付の南日本

新聞は報じています。２割が条件つきも含めて再稼

働容認で、半数近くが避難困難と答えたところです。

日本共産党として、避難計画につきましては、１月

22日に薩摩川内市、いちき串木野市の両市に対して

国会議員とともに聞き取り、また、先ほどの共同通

信社が行ったアンケートでございますが、全ての自

治体が回答していると報じられていますが、いちき

串木野市はどのように回答されたのか、まず、お伺

いをいたします。 

   [市長田畑誠一君登壇] 

○市長（田畑誠一君） 福田道代議員にお答えいた

します。 

 ただいまの最後のほうのお尋ねでありますけれど

も、ただいまの件につきましては、本市としては条

件つきで容認するという回答を出しております。 

○３番（福田道代君） 条件つきということで回答

をされたということでございますが、その問題も後

でもう少し内容を深めていきたいと思いますが、済

みません、自席から続いて質問をさせていただきた

いと思います。 

 日本共産党として、避難計画につきましては、先

ほど申しましたが、１月22日に薩摩川内市、いちき

串木野市の両市に対して国会議員とともに聞き取り

調査を行いました。そして、国会で総理大臣に対し
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まいて、現地調査を踏まえた内容につきまして、質

問をしてまいりました。 

 いちき串木野市内の私立幼稚園や小規模な介護施

設では、昨年10月12日の安倍総理をトップに据えた、

国が主体になった原子力防災訓練の前にも後にも避

難計画については何の説明も一切なかったというこ

とでした。12月議会の中で、私の質問に対しまして

市長は、避難計画の検証、課題の抽出などを行って

よりよい計画となるように努めると答弁をされまし

た。市民の命と財産を守るべき市長として、病院の

入院患者や高齢者福祉施設に入所している人たち、

また、幼稚園児、保育園児などの避難計画はどうな

っているのか、まず、この問題につきまして、市長

にお伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） 原発事故時の避難に際しま

しては、原則自家用車で避難することとしており、

みずから避難することが困難な在宅の避難行動要支

援者については、災害時要援護者避難支援計画に基

づく避難支援者または自治公民館、自主防災組織等

の支援により、自治公民館ごとに指定したバス、避

難者集合場所に参集し、市や県の準備したバスで避

難することとしております。寝たきり等の要支援者

については、県などの協力のもと、福祉車両、救急

車両、自衛隊車両等を活用し搬送する計画としてお

ります。また、医療機関や社会福祉施設、学校等に

おける避難計画については、施設管理者、校長等が

県と連携して避難計画を策定することとなっており

ます。 

 現在、ＵＰＺ圏内の社会福祉施設等においては、

県が避難計画作成例を示し、計画策定に取り組んで

いるところであり、本市のようにＵＰＺ圏内につい

ても、市外における避難先の調整を図りながら順次

取り組んでいくこととされております。必要に応じ

て市も一緒になって対応策を検討してまいりたいと

考えております。 

○３番（福田道代君） 今現在は、まだ５キロ圏内

ということで具体的に年度末までで避難計画がつく

られていっているという状況も承知をいたしており

ます。その後にいちき串木野市は30キロ圏内という

ことも含めて対応していくということだと思うんで

すけれども、やはり先ほど申しましたけれども、具

体的な介護を受けている施設の方々とか要支援の

方々の対応が今からだという状況のもとで、知事は

もう一定、３月で目星をつけて、５月、６月には原

発を動かしていくような方向を見きわめたいという

ようなお話も出ているんですけれども、それに対し

ましては、市長は今現在の実態を見て、どのように

お考えなんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、具体的に学校とか幼稚

園の場合についてお尋ねでありますが、学校、幼稚

園などにおいては、校長等が県と連携して避難計画

を策定することとなっております。現在、県及び市

の教育委員会においても避難計画の策定に関する検

討を始めております。計画策定に当たっては、原発

に係る異常事象発生のおそれがある警戒事態の時点

で、生徒・園児等を速やかに親元に帰宅させること

を基本と考えているものの、事故の進展が早く、在

校時に避難指示が出された場合の広域避難に際して

は、ＰＡＺ圏内の統一した策定マニュアルを示すこ

とはもとより、避難先の調整も必要となりますので、

県が中心となって支援されるよう要請するとともに、

市も助言を行うなど一緒になって計画策定に取り組

んでまいりたいと考えております。いずれにいたし

ましても、福田道代議員がおっしゃいますとおり、

とにかく急がなければならないことなんです。積極

的に県と一緒になって取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

○３番（福田道代君） 市長も今、言われましたと

おり、急がなければならないけれども、なかなか県

とか市の対応の状況も難しい、受け入れ先があって

こそそこに避難できるということも具体的に示さな

きゃいけないと思うんですけれども、そういう中で

やはり、要支援者に対しまして具体的に市としては、

私、12月に一度質問いたしました。そのときから変

化はしてないんですけれども、今の答弁の中では。

その後に、これは今から先やっていくというような

具体的な内容について決まってるのがあったら御答

弁いただきたいんですけれども。 

○教育長（有村 孝君） 学校への対応の具体的な

取り組み状況でございますが、先ほど市長が基本的
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なことはお答えしましたが、昨年７月に県教育委員

会が策定いたしました学校における危機管理の手引

を踏まえまして、昨年10月に市の校長研修会におい

て、学校原子力防災委員会の本年度中の設置、今年

の今月まででございます、それと緊急事態が発生し

た際の児童生徒の保護者への引き渡しについてあら

かじめルールを定めておくよう指導を行っておりま

して、今月中に提出を求めます。さらに、市教育委

員会として、学校における原子力防災マニュアルを

作成しまして、１月の市校長研修会において各学校

長に示し、それぞれの学校における原子力防災マニ

ュアルを本年度中に作成するように市で指導してお

ります。その提出を今月中に求めるということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○３番（福田道代君） 今、教育長から、学校の生

徒たち、県教育委員会とそして市教育委員会がかか

わる問題として、今、具体化が進んでいるという内

容でしたけれども、私、この過酷事故というのはい

つ起こるかわからないんですね。そういう中で子供

たちを親に引き渡すということだけでいいのかとい

うのも、時間的な24時間の間にいつ起こるかわから

ない、保育所にいる親は、きのうも同僚議員から質

問がありましたけれども、働いているという保育時

間だったりとか、それで本当にそういうことで具体

化は、あれこれといろんな内容で考えなければ対応

できないんじゃないかと思うんですけれども、その

あたりについてはいかがなんでしょうか。 

○教育長（有村 孝君） 小中学校においては、例

えば不審者対応とか、緊急の自然災害とか豪雨のた

めに早く帰すとか、そういうときのために集団下校

の訓練をいたしております。そして、それぞれの保

護者に緊急連絡網を通して学校あるいは途中まで迎

えに来ていただくと。学校としては、状況によりま

すけれども、集団下校等をとって、あるいは集団下

校ができない場合は、保護者に直接学校まで迎えに

来ていただくと。そういう緊急連絡網もでき上がっ

ておりまして、原子力事故の場合もそのようなのが

応用されるんじゃなかろうかなと思っているところ

でございます。 

 以上です。 

○３番（福田道代君） 今までとってる災害内容で

対応していくという問題と、また原発の過酷事故と

いうのは少し違うんじゃないかなと思うんですけれ

ども、それを一つのマニュアルにして、もう少し具

体的な対応が必要かと思いますけれども。 

 あともう一つ、12月の議会で私が質問しておりま

した後に、市民に対しての避難冊子とか配布できれ

ば一番ベストじゃないかなというような内容も答弁

であったんですけれども、12月議会の答弁で、市民

に対して避難計画を冊子にして配布できれば一番ベ

ストだとして、今回の今年度の予算の中にもそれが

盛り込まれているというような状況ですが、どのよ

うなもので、いつこれができるのかお伺いいたしま

す。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 広域避難

に関するマップ作成ですけれども、新年度予算で今

お願いしているさなかでありますけれども、紙ベー

スでは暫定計画のところに、どこどこの地区の方は

どこどこにという、これは一応つくっております。

これを市民の皆様方によりわかりやすくという意味

で、地図に落として避難ルート、それから、避難先

の位置図、ここですよと、そういうマップをこちら

で来年度予算で作成をして、それをでき次第、皆様

方に配布させていただきたいと、そういうふうに一

応考えております。 

○３番（福田道代君） それはいつぐらいというの

か、つくられててもう間近にでき上がるような状況

で、どのようにして配られるのかなというのは。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） ある程度

の素案といいますか、避難先はもうわかっておりま

すから、あと、避難先のルートといいますか、それ

を今、検証中でありますので、それらを踏まえてで

きるだけ早くとは思っておりますけれども、今、こ

の段階でいつまでということなんですが、来年度事

業として実施いたしますので、極力早い段階で着手

して、市民の皆様方に配布できればというふうに考

えております。 

○３番（福田道代君） わかりました。それは今現

在進行中で、今年度予算に盛り込まれて、早い時点
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で市民に避難マニュアルと言ったらいいんでしょう

かね、冊子が一応配られて、前回は道路だけの数字

しかなかったのが、今、地図下に落とされたという

内容で理解していいんでしょうかね。 

 それとあと、伊藤知事が川内原発は今年の６月に

も再稼働をしたいとして、同僚議員のほうからの質

問もありましたけど、新年度の予算に川内原発の再

稼働の住民説明会実施のための予算が計上されてい

る、そして、避難計画策定の必要性を、これは事実

上、否定しているんじゃないかなと思うんですけれ

ども、説明会を薩摩川内市で２回、いちき串木野市

で１回、合計３回開いて、６月にも再稼働という内

容は、やはり住民無視の暴言とも思われるような意

向を表明しているんじゃないかと思うんです。 

 今現在、公表されている福島の現状を見たときに、

とてもいちき串木野市だけで１回限り、大きな規模

としても1,000人というような規模で、つまり、文

化ホールいっぱい規模の説明会で市民の方々が納得

されるかなと。市長からは、市民の方々に本当に納

得するまで説明はしていきたいというような答弁も

あったかと思うんですけれども、このような規模で、

市民が納得できるような状況かお尋ねいたします。 

○市長（田畑誠一君） 県のほうでこの説明会に予

算をつけておられる、これはその費用に充てるとい

うことであられると思うんですね。幸い、いわゆる

30キロ圏内ということで、幾つかの自治体もやはり

住民説明会を求めたいという要望を上げております

が、私どもも市民の皆さん、議会の皆さんの強い要

望を受けてお願いし続けてまいりました。おかげさ

まで、本市はその三つの説明会の中の一つに組み入

れていただいておることをはっきり公言していただ

いておりますので、その際しっかりと、説明会のも

とで市民の皆さんの意見を十分聞いていただきたい

というふうに考えております。 

○３番（福田道代君） 今朝の同僚議員の質問の中

にも、かつて原発３号機の建設説明会の中で、九電

の社員を初めとして県外から多くのバスでの動員、

これは私はほかの人に聞いたんですけれども、バス

での動員がされて、市民自体が文化ホールに入れな

かったという状況があったと聞き及んでおります。

そういうことが本当にあってはならない。やはり、

私たちここに住んでいる市民にきちんと説明がされ

るような、そういう説明会を私たちはしていただき

たいという、市民からそのようにお聞きをしており

ますので、市長はいちき串木野市が１回、説明会と

して組み入れてもらっているという言い方をなさい

ましたが、市民が納得するまで、やはり十分な説明

を聞く機会を設けるということが必要だと思います。

その点に、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 県の方針として、規制委員

会の審査結果等に基づいて説明会をするというのを

３回計画をされておりますが、幸いと言えばいいん

でしょうか、本市の意向を受けとめていただいて、

本市も、その１カ所はいちき串木野市内というふう

に位置づけをしていただいております。その説明会

の詳細につきましては、まだ県から示されていない

ところでありますが、今、福田道代議員おっしゃい

ましたとおり、できるだけ市民の多くの方がそうい

う機会に恵まれるように柔軟な対応をお願いをした

いというふうに考えております。 

○３番（福田道代君） 市長の今の答弁に対して、

本当に市民の立場に立って、やはり市民の命と財産

を守る市長として頑張っていただきたいなと思いま

す。 

 それから、２月21日に衆議院の予算委員会の地方

公聴会が鹿児島市で開かれて、鹿児島の国際大学の

八木正准教授が意見陳述を行われております。これ

は南日本でも報道されておりましたが、その中で川

内原発再稼働反対の意見として、桜島の大正大噴火

から100年目で、火山の大噴火の影響も心配される

と述べられておりました。私自身の経験としまして

も、桜島から5,000メートルの噴煙を上げたとき、

わずか10分で、羽島のところにいたんですけれども、

灰が降ってきた記憶がございます。本当に驚かされ

ました。 

 そして、さらに３月１日には、市民団体の調査に

よって、川内原発の近くに３本の活断層の存在の疑

いがあるので調査するようにということで、九電及

び県に要請をしたと南日本に報じられておりました。

これも今までずっと活断層が、九電は長い活断層を
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短くしか指摘をしてないというような報道もされて

おりましたが、このようにさまざまな報道がされる

もとで、市民の不安がますます増大をしているんじ

ゃないでしょうか。また、北北西の風という想定の

もとだけの避難計画だけでは、市民の安全は守れま

せん。あらゆるケースを想定した避難計画をやはり

作成すべきでしょうが、それはなかなか大変な作業

だと思います。 

 今、担当の方が１人、本当に一生懸命避難計画を

つくってらっしゃるのも私は目の当たりにいたして

おりますが、したがって市民の安全・安心という観

点から、市長は川内原発の１号機、２号機のやはり

今、再稼働を電気がないからと、電気がまだ必要だ

からと言って進めるんではなくて、もう廃炉にする

ようにということをやはり国に進言していただきた

いなと思っております。そしてまた八木正鹿児島国

際大学准教授の公聴会での意見陳述の中でも、脱原

発を掲げるドイツでは原発から再生可能エネルギー

の道を進んでいる話が、昨日も同僚議員などからの

質問の中にもありました。 

 このまちでも、市長が言われるように再生可能エ

ネルギー、やはりどんどん進んでいて、そして、そ

ういう中で新たに取り組みましょうというような状

況もあるかと伺っておりますが、この太陽光とか風

力とかバイオマスなどの再生可能エネルギーへの転

換を図るということについて、やはりこれは雇用の

拡大につながっていくんじゃないかと思うんですね。

今、この地域で雇用が伸びているという、濱田酒造

もまた新たな事業所をつくる、あそこもやっぱり太

陽光との関連もあるんじゃないかなと私は思ってる

んですけれども、そういう中で再生可能エネルギー

への転換を図ることによって雇用の拡大と経済再生

への道も開けるということですから、この問題につ

いて参考にしていただきながら、そのような方向で

の取り組みを進めていくということではいかがでし

ょうか。 

○市長（田畑誠一君） 私は、かねてから申し上げ

ておりますとおり、やっぱりこれから先は福島原発

の事故を受けて、脱原発の方向で一日も早く原子力

発電から脱却をしていくという努力を、これは国民

挙げてすべきだと思っております。そういった意味

では、今、福田道代議員がずっとるるお述べになっ

たとおり、再生可能エネルギーをどんどん、官民と

はいかないでしょうか、行政も、それから民間の方

もみんな一緒になって再生可能エネルギーをずっと

進めていくというふうに取り組んでいく必要がある

と思っております。 

 幸い、本市はさつま自然エネルギーさんのほうで

中核工業団地に、規模は小さいですけど、企業の皆

さん方が出資されて、本市も議会の皆さんの同意を

いただいて1,000万円ほど出資をいたしました。そ

して、太陽光の発電、売電開始の日でしたかね、一

昨年の７月１日に売電開始をしたわけでありますが、

そのこと、それから民間によりまして羽島地区のほ

うに風力発電が10基設置をされております。そうい

ったこと等を、民間、行政、議会、市民挙げて代替

エネルギーに太陽も風力も取り組んでいるというこ

とで、さつま自然エネルギーは経済産業大臣賞をこ

の間、受賞されました。 

 今度つくりました総合体育館にも、そういった思

いでソーラーを載せております。また、市が保有し

ている土地につきましても、ほかに利用が見込めな

い土地は、今回も２カ所ほど太陽光にしたいという

ことで進めております。これは、福田道代議員、ず

っとさっきからお述べになっておられますとおり、

本当に積極的にみんなを挙げて、代替可能再生エネ

ルギーを追求していくと、建設を進めていくという

ことは、これはみんなの課題だと思っております。

これからも市民挙げて議会の皆さんと一緒に取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

○３番（福田道代君） 今の市長の答弁は、脱原発

で、今、国民挙げて、いちき串木野の市民を挙げて

ということで置きかえて、そして、いちき串木野市

として、私はやはりいろんな、さつま自然エネルギ

ーもあるんですけれども、いちき串木野市としてそ

こに取り組んでいくということを進めていかれる方

向はいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、おっしゃいましたとお

り、いちき串木野市としてそういう方向で力強くや

っぱり進めるべきだと思っています。 
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 私はかねがね、これまでこの西北薩一帯、本市は

お隣に今、薩摩川内市のほうは原子力発電所があり

ます。それから、火力発電所もあります。それから、

本市には国家石油備蓄があります。風力発電もあり

ます。私は、この西北薩一帯というのは、規模は小

さいけど日本のエネルギー供給基地だと思っており

ます。そういったこれまでの実績、歴史から考えて

みたとき、今度の原発事故を受けて、今後は新たな、

さっきから力説をしておられます再生可能エネルギ

ーのここから環境維新をすべきだと。 

 そういった意味で、今度は新たにここが、さっき

申し上げましたとおり西北薩地区の、規模は小さい

けどエネルギー供給基地というふうに私は位置づけ

ておりますので、今度は原発事故を受けて再生可能

エネルギーのエネルギー基地の拠点としてここから

情報を発信すべきだ、そういう心意気でやはり市民

の皆さん、議会の皆さん挙げて取り組むべきだと思

っております。 

○３番（福田道代君） 先ほどは、子供たちが少な

くなって過疎化になっているという同僚議員からの

質問もありました。今、都会のほうから退職後、Ｕ

ターンをしてくる人たちがすごく。私の身近な妹も

そうなんですけれども、ここに住みたいという、本

当に環境がいい、風が違うということで、やはり都

会からの移転組が私の友達も含めて多いんですよね、

関西方面からの。そういうときに、再生可能エネル

ギーを進めていく、もう原発には依存しないで進め

ていくまちだという一つの方向性が見出されたら、

そういう大きな取り組みを進めていくということで

のまちづくりがどんどん進められていって、原発の

再稼働もしなくても済むような段階になったら、も

っとたくさんの人たちがこのまちには移転してくる

んじゃないかなと私は思っているんです。 

 私の周りとかいろんな人たちを見ても、そのよう

に思ってますし、私自身がここに来て、本当に体調

が悪かったのが健康になって、ここでこのように市

長に質問してるんですけれども、そんな状況もござ

いますので、やはりそのことは、今、本当に再生可

能エネルギーをこのいちき串木野市の、言ったら山

も自然の本当に基幹産業として間伐材も使えますし、

また、炭焼きなどいろんなことができると思います

ので、そのような方向での具体化をよろしくお願い

申し上げます。 

○市長（田畑誠一君） 今、いろんな例をお述べに

なられましたけれども、私たちが目指す町づくりと

いうのは、やっぱり安心・安全で、住んでみたい、

住みたくなるまち、おっしゃるとおりですね、そう

いうまちを目指すべきだと思っております。それに

は、お話の中にございましたとおり、本市は緑滴る

山々といいますか、紺碧の海といいますか、小川の

せせらぎといいますか、それから、きのうからいろ

いろな質問の中で皆さんが言っておられます、おも

てなしの心、豊かな市民性、おいしい食材、それか

ら、すばらしい環境、あらゆる面が発展可能性、ポ

テンシャルといいますか、そういう可能性を秘めた

まちだと思います。あとは私たちが、今を住む私た

ちが未来にどのように発展可能性のある分野を広げ

ていくかと、期待を膨らませていくかというのが私

たちの使命だと思っております。一緒になって、そ

ういった面でやっぱり頑張っていきたいなと思って

おります。 

○３番（福田道代君） 続いて、また国民健康保険

についてのお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 国保とはほかの公的医療制度に属さない人々が加

入するために雇用や労働力の変化、産業構造の変化

や人口の構成割合の変化などから、直接の影響を受

けることになると言われております。このまちの

人々も近隣の大企業の撤退によって失業し、新たな

就職先も正規雇用が減って、非正規雇用、契約社員、

アルバイト、パート社員が中心となっておりますが、

高齢者も昨年から３年間続く年金の切り下げなどに

よって所得は減少して、低所得者が非常に増えてい

る。こんな中で、さらに４月からは消費税の８％へ

の引き上げによって市民は追い打ちをかけられよう

としております。このように、苦しい市民の生活状

況の中で、これまで高く取り過ぎてきた国保税をも

っと引き下げて、市民の生活を少しでも軽減してい

くのが自治体の仕事ではないかなと思っております

が、お伺いをいたします。 

○市長（田畑誠一君） お述べになられましたとお
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り、国民皆保険の中でも、国保税は比較的所得に恵

まれないと申しますか、そういう方々で構成されて

いる保険であります。おっしゃるとおりであります。

この国保税につきましては、平成21年度、繰越金が

２億8,000万円ほど出ました。これを財源としまし

て、平成22年度から25年度までの４年間、引き下げ

を実施をいたしました。１人当たり平均7.6％、金

額にして約6,700円、１世帯当たりにしますと、こ

れも平均して7.6％、金額にして約１万1,300円ぐら

い引き下げましたわけでありますが、国保税の今度

は引き下げ後の実質単年度収支を見てみますと、平

成22年度から平成24年度までの３年間で２億2,500

万円の赤字となっております。また、本年度も３月

補正で約１億5,500万円の基金の取り崩しを見込ん

でいるところでありまして、４年間での財源不足額

が３億8,000万円と見込まれます。最初、21年度の

繰越金を財源として引き下げたときの４年間の予測

を実は１億円上回っているんです。そういう状況で

あります。 

 このような状況ではありますけれども、平成26年

度当初予算においても、税率改正は行わず予算編成

をしました。約３億円の基金の取り崩しを見込んで

おりまして、平成26年度末では基金の残高が２億

8,500万円ぐらいに落ち込むんではなかろうかと予

測をしております。そして、さらにこのままいきま

すと、基金がもう２年後には枯渇してしまう可能性

が出てきております。このような状況でありますの

で、国保財政の安定的な運営をするために、現段階

では基金を財源としてのさらなる引き下げをするこ

とはできない状況です。 

 このようなことから、現在、実施している生活習

慣病重症化予防対策や特定健診等の受診率の向上対

策、ジェネリック医薬品の普及促進など医療費の抑

制を極力図りながら、できるだけ基金の取り崩しを

最小限に抑えるよう、これから努めていかなければ

ならないと考えております。 

○３番（福田道代君） 基金を取り崩しながら国民

健康保険税を引き下げてきたと言われておりますが、

市民はそれ以上に、先ほど申しましたみたいに生活

が大変困難な状況に追い込まれているというのが、

これはこのまちだけではなく、全国的な実態だと思

うんです。そして、こんな状況の中で、私はまず、

今、国民皆保険制度の中で、国保はそれこそ、ほか

の公的医療機関に加入しない、先ほども申しました

が、非正規の社員であるとか、そういう人が勤務先

の正社員の医療保険の対象外で、保険に入れてもら

えない、そういう人たちが国保に入っていくという

ようなことも今の実態ですね。 

 日本の国では、低所得者を対象とした医療保険制

度は生活保護の医療扶助しかないわけなんですね。

したがって、生活保護一歩手前のセーフティネット

としての医療を保障していくのが国保であるとも思

われるんですけれども。そう言えると思いますが、

これは前回の質問のときにも言ったと思うんですけ

ど、相対的には絶対額が年々高くなって、国保が高

くなっている原因は、国が運営のお金を出さなくな

ったという問題がすごく大きいと思うんですけれど

も、1984年の国民健康保険法の改正によって国庫負

担の削減、それ以降も事務処理費の国庫負担廃止と

いうような一連の国の削減が続いた結果、国保の総

収入に占める国庫支出金の割合が1980年の50％から

2008年には25％という形で半分にされていたという

ような状況だと思います。国保の国が出していたお

金が減らされたということによって、国保の加入者

と自治体がそこに転嫁をされて自治体負担になって

いるという構造もわかります。 

 私がこの中でちょっと思うのは、今、全国的に見

て、一般会計から、これはなかなかいろんな議論が

必要だと思うんですけど、１人当たり１万円という

一般会計からの繰り入れが行われているというのが

現実なんですね。そして、鹿児島県を見てみまして

も、25年の５月１日時点で、この中で10市52％が一

般会計からの法定外の繰り入れを行っているという

のが実態です。そこで底支えをしているという状況

なんです。だから、市長がさっきおっしゃいました

けど、基金の取り崩しというのはいろんなこれから

の、前回もありましたけれども、インフルエンザと

か突発的な対応として持っとく必要があるというこ

とが今までは言われていたんですけれども、この中

で、国は言ってきたんですけれども、国保財政の基
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金を取り崩すという問題は、国保の基金の積み立て

について、厚生労働省は2000年度までは自治体に対

して過去３カ年分の平均保険給付費の５％以上を積

み立てることとしていたわけなんですね。ところが、

この規定は国保税の引き下げのための基金の取り崩

しはできないとの行政側の説明の根拠となっていた

もので、2001年度からは国民健康保険財政の基盤を

安定強化する観点から、保険者の規模などに応じて

安定的かつ十分な基金を積み立てられたいとなって、

５％以上の規定は削除されたということが政府側か

ら、こういうふうに５％以上になったら取り崩しが

可能とされるということを嫌ってこういうふうな解

釈にしたと思うんですけれども、厚生労働省が2005

年12月28日付で各都道府県の民生の主幹部局長など

に宛てて、平成18年度の国民健康保険料などの予算

編成に当たっての留意事項についてという中で、こ

れも同様の記載となっておりまして、この国保税の

引き下げに対して５％以上の規定の削除ということ

がはっきりとしているんですけれども、この基金の

積み立てで今回は取り崩して、一応、大分基金を取

り崩すというような状況で言われましたけれども、

現在、１人当たりの基金というのは今、幾ら、経年

度で言っていただいたらいいと思うんですけど、決

算書に22年、23年、24年とあったと思うんですけれ

ども、22年度から24年度、25年度を私、ちょっと持

ってるんですけれども、どれだけあるんでしょうか。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 基金残高が結局、

被保険者で割った場合、どの程度になるのかという

ことだと思いますけれども、平成22年度に基金残高

が７億4,336万3,773円でしたので、１人当たりの被

保険者数で割った場合８万9,865円になります。平

成23年度が７億4,403万4,729円ですので、割ります

と９万1,698円、24年度のほうが７億3,595万6,410

円ですので、割りますと１人当たりが９万2,387円

ということになります。 

 以上です。 

○３番（福田道代君） 今、言われた金額というの

は、これは鹿児島県の中では基金として１人当たり

というのはトップなんですよね。私、直近の５月31

日付ということで県に聞いたところ、９万1,696円

ということをお聞きをいたしました。この基金は基

金として、私はさまざまな使い方で、いちき串木野

市としても必要だろうとは思うんですね。ただ、だ

けど、どれぐらい基金をもってインフルエンザとか

対応しようと考えていらっしゃるのか、インフルエ

ンザ、とかの突発的な事故が起こったときの基金と

して考えてらっしゃるのかお聞きをしたいと思いま

す。 

○市長（田畑誠一君） 国民健康保険事業の、やは

り適正でかつ安定的な運営をしなきゃなりません。

そのためには国が県に対して先ほどからお述べにな

らっておられますとおり、いろんな助言、指導をし

ているわけでありますが、本市といたしましては、

平成12年度指導を受けた、こういったことに基づき

まして、やはり医療費の３カ月分、25％をできるだ

け保有しておきたいと。これが運営上、例えば言わ

れましたとおりインフルエンザが大流行するとか、

そういった大きな疾病に対する備えになるんではな

かろうかということで、本市は今の３カ月分の25％

を目指してこれまでやってきたわけであります。そ

のお金は、大体７億6,000万円ぐらいだったと思い

ます、今は。 

○３番（福田道代君） 一定の25％の保有というの

もちょっと論議はあるんですけれども、次に移って

いきたいと思います。 

 先ほど申しましたが、やはり国保の内容、一般会

計から繰り入れて、そして地方自治体として市民の

暮らしを本当に支えていくという立場になったとき

に、一般会計からの繰り入れということが当然、必

要になってくるんじゃないかと思うんですね。今、

いろいろな自治体がこれをどんどん進めていってお

ります。その中で、ちょっとここで考えていただき

たいなと思うのは、やはり、国民健康保険法という

のがありまして、その中の第１条で「この法律は国

民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会

保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とす

る」という内容ですね。これが国民健康保険法と。

あと、地方自治法というのは地方の自治体が考える

べき内容として、第１編の中の第１条の２の中に

「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを
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基本として、地域における行政を自主的かつ総合的

に実施する役割を広く担うものとする」ということ。

この中にやはり「国は前項の規定の趣旨を達成する

ために国においては国際社会における国家としての

存立にかかわる事務、全国的に統一して定めること

が望ましい国民の諸活動もしくは地方自治に関する

基本的な準則に関する事務または全国的な視点に立

って行わなければならない施策及び事業の実施、そ

の他の国が本来果たすべき役割を重点的に担って、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだ

ねることを基本として、地方公共団体の間に適切に

役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制

度の策定及び施策の実施に当たって地方公共団体の

自主性及び自律性が十分発揮されるようにしなけれ

ばならない」というのがうたわれておりますけれど

も、この内容を国保会計の中でも十分に市民の立場、

市民の今の現状を考えていただいて対応していただ

きたいなと思います。 

 と申しますのは、やはりここの中で相当数、滞納

額と滞納者に対する差し押さえ状況とか見てみまし

たら、毎年、滞納者に対する差し押さえ実施、いろ

んな状況はあるかもわかりませんけれども、やはり

増えているんですね、差し押さえ実施状況が。そし

て、実施状況が増えている中で滞納率が少なくなっ

てきているというような、滞納金が少なくなってき

ているというような問題と同時に、資格証明書なん

ですけれども、この資格証明書と期限つき保険証が

やはり22年度から24年度にかけて、変わりはしない

んですけれども、やっぱり私がここに来た７年前と

比べたら相当の数になってるんじゃないかなと思い

ます。この点についてはいかがでしょうか。 

○健康増進課長（所﨑重夫君） 資格者証の数等の

ことだと思いますけれども、平成23年の１月末の時

点で資格者証は14世帯ありました。平成24年度の１

月末時点で資格者証の方は10世帯、平成25年の２月

１日現在で８世帯、今年の平成26年２月末時点で５

世帯という状況になっております。少しずつは減っ

てきているというふうに、今、理解しているところ

です。 

 以上です。 

○議長（下迫田良信君） 会議をこのまま続行いた

しますので、御了承ください。 

 福田議員、質問を簡潔に願います。 

○３番（福田道代君） 今の現状はわかりました。

私もいろいろと調べてきましたけれども、今後、や

はり市民が本当に病院に行けない状況をつくらない

ということで、改めてお願いをしておきたいと思い

ます。 

 続きまして、最後になりますけれども、学校給食

の問題についてお尋ねいたします。 

 学校給食は、学校給食法の目的や学校給食の目標

によって定められておりますが、１月21日付の南日

本新聞に24日の学校給食記念日に合わせて県内の小

中学校で「鹿児島をまるごと味わう日」と題して、

県内食材のみでつくった給食を出す取り組みが20日

から24日まで、これは毎月、給食に鹿児島食材浸透

の見出しで写真入りで紹介されていました。我が市

の食のまちづくり基本計画の中では、学校給食の地

元食材の使用促進が取り組み項目に取り上げられ、

短中期推進スケジュールに組み込まれておりますが、

学校給食は、いちき串木野市の将来を担う子供たち

の大切な昼食です。地元食材の使用率を高めるよう

に努力をされているようですが、そこでまず、学校

給食での地産地消の現状について伺います。 

 もう一個、一緒に行きます。 

○議長（下迫田良信君） どうぞ。 

○３番（福田道代君） 次に、学校給食センターに

地元産の農産物を安定的に供給するための推進策を

お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 学校給食における地産地消

の取り組みでありますが、食生活が食にかかわる

人々のさまざまな活動に支えられていることについ

ての理解を含め、勤労を重んずる態度を養うことな

どを目標としております。地元食材の利用について

は、地域の特産品であるしらす干し、キビナゴ、つ

け揚げ、羽島のジャガイモ、市来のポンカンなどを

使用しております。平成24年度からは農政課と連携

をし、農業塾から人参や新タマネギ、ジャガイモや

ナスなどを購入して使用量の増を図っております。

さらに本年度から市来農芸高等学校とも協議を行い
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まして、学校で収穫した農産物の購入を始めたとこ

ろであります。 

 今後の地産地消の推進についてでありますけれど

も、今後も市内業者にはできる限り市内産の食材の

納入をお願いするとともに、先ほどお話しましたと

おり、本年度から購入を開始した市来農芸高校との

連携も深めて使用量を増やしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 学校給食の食材の購入につきましては、安全性や

価格、さらに安定的な量の確保を図るという点がま

た非常に大事であります。そういった点を考えなが

ら、できるだけ地産地消の推進に努めてまいりたい

と考えております。 

○３番（福田道代君） 今の市長の答弁の中で、少

しずつ、それこそ農業塾からの購入とか、それとか

私もちょっと聞いているのは、１週間の丸ごと地元

食材をとる日というのを学校給食の中でもこういう

スケジュール表をつくられていて、そして、さまざ

まな工夫がされているということは、本当に都会で

子供を育て上げた私としてはすごい感動したんです

けれども。 

 米飯給食などが中学校ではすごい喜ばれていると

いうことがやっぱり学校給食の特徴かと思うんです

けど、小学校のときはパンがよかったという子供た

ちが、中学校になったらもうちょっと米飯給食が欲

しいというような変化も起こっているような実態か

と思うんですけれども。そういう中で先ほども市長

も言われましたけれども、やはりなかなか農産物の

供給というのが、串木野が2,000、市来のセンター

が600というような状況の中で、なかなか品物を地

元産ということに固定したら大変だというようなこ

とで、そこで所長なんかが大変苦労されているなと

いうのを実感をしたんですけれども。 

 そういうことで農業塾の人たちから一部分けて、

今、農芸高校とそしてある程度お米のほうは生福の

ほうからちょっと学校給食の地元食材をという週間

では力を入れているということもお聞きをいたしま

したけれども、もっと部分的にいろいろな形でつく

ってらっしゃる方はいるんですけど、それを全体で

取り仕切るというのか、日置市だったらこけけ館と

か、あのあたりがいろんな農産物を集めて、相当の

数になって、そこに出してるというような実態も把

握はしたんですけれども、そのようなことを、これ

は農政課とか、いろいろなところで一緒に取り組ん

でいくようなコーディネートが何かできないかなと

いうような。 

 農業塾というのは退職なさってやられる方が多い

というようなことで、実際に農業に従事していこう

としている若い方たちにそういうのをつくってもら

うとか、また、何かそこでの補助をもうちょっと出

していくとか。と申しますのは、やはり入札制度の

中で価格がどうしても低く抑えられる関係から、な

かなかその取り組みが進まないというような方向も

あるんじゃないかと思うんですけれども、そのあた

りについてはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 例えば、野菜果物類の使用

量を見てみますと、平成24年度、これは重量ベース

ですけど、県内産51.5％なんですね。うち市内産

11.7％となっておりまして、これは平成23年度と比

較をしますと、市内産が8.2％でしたので、3.5％は

増えているんです。少し増えてきてるんですね。あ

ともっと増やさなきゃいけないんですけれども、こ

の使用量を増やせない理由としましては、何といい

ましても市内市場だけでは量の確保ができないとい

うのが一番の問題のようです。そういうことで、納

入業者みずからがどうしても市外の市場に買いに行

くということですよね。また、そのようなことです

から、学校給食用として安全で安定した使用量を取

り扱う、さっきちょっと言われましたが、組織等が

やっぱりできていない、そこらにやっぱり課題があ

るようです。 

○３番（福田道代君） 私もそのあたりが一番ネッ

クかなと思ったところなんですけれども。食のまち

づくり基本計画の中でも、中長期的な問題としても

うちょっと学校給食に向けての地元食材を供給でき

る生産者が主体となった協議会などの創設、育成な

どを図っていくということで、それで地元食材の使

用率を高めていくということがスケジュールとして

中短期に計画をされているんですけれども、やはり

そこを具体化していくのにはもう少し資金的な援助
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も要るかなと思うんですけれども、そのあたりはい

かがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 地産地消ということで、地

産地消を増やすということは、これは農業の生産者

自らがこれは非常に喜ばれることで、希望されるこ

とでもありますので、できるだけ地産地消をと。し

かもこれは安心・安全であります。そういった面で

大いに占める割合というのを地元産を増やしていか

なければならないのでありますが、そういった意味

で、学校給食センター前の畑を利用して平成21年度

から、さっきから言っております農業塾ですけれど

も、農業をやりたい、もっと知りたい市民の方々を

対象に、安心・安全な農産物の栽培について１年間

実技と学術のほうと研修を行っているんですが、実

はさっき申し上げましたとおり、平成24年度からこ

の農業塾で塾生の皆さんが生産したタマネギ、ナス、

ニンジン、大根、白菜、ジャガイモ、平成24年度か

ら始められたんです。平成24年度は納入した回数が

９回だったんですね。ところが、１年後、25年はこ

れが21回になりました。納入したのがですね。21回、

この給食センターへ納めておられます。 

 今後はこういった農業塾の皆さんの取り組み、今

まで５回ぐらいになりますけど、農業塾を卒業され

た方、それから、大事な地元の農業者の生産グルー

プの方々、それと今年からは市来農芸高校さんにも

入っていただいているということでありますので、

みんなでこうして輪を広げて、できるだけ多く。地

元のが何と言っても一番安全・安心、新鮮なわけで

ありますから、それと議会でずっと全ての議論の中

で出てまいります、やっぱりおもてなしの心のこも

った農産物であります。だからもっと輪を広げてい

くように、こういう栽培、今までなかった農業塾生

が納めるという、こういうのも始まりましたので、

楽しみにしながらこれからも呼びかけていきたいと

いうふうに思っております。 

○３番（福田道代君） 今、毎年ずっと学校給食に

提供する地産地消ということで、特に農産物が大分、

学校給食で食べる子供たちに提供されてきていると

いうお話でしたけれども、やはり、この地域の者と

しては、誰のおばちゃんがつくってるものを食べて

るとか、それとか、この子たちが食べてるんだとか

という、やっぱりそういうようなお互いに、それこ

そおもてなしとは言わなくても、お互いに共有する

安全・安心な食べ物ということでは、その地域でつ

くるものを食べて育つということに尽きるわけです

けれども。 

 やはりこの取り組みをもう一歩、やはり農業塾と、

そして今、農芸高校も先生たちが時間外に搬入され

たりとか大分苦労なさっているというお話も伺って

おりますけれども、やはり、そのあたりをあと広げ

ていくというのか、そのことは農業専業としてやる

人たちにとってやはり難しい問題なんでしょうか。

専業といって、今、新たに取り組んでらっしゃる若

い方たちがいらっしゃるんですけれども、レタスを

つくったり、それは契約栽培なんですけれども、そ

ういう人たちも含めて、もう少し土地の提供とか拡

大できるような内容というのは。 

○市長（田畑誠一君） さっき申し上げましたけど、

農業の塾生が24年度から自らつくったものを納めて

いるというお話をしました。しかも、それは24年度

のスタートは９回だったですけれども、翌年、25年

は21回に増えてると。今年から市来農芸高等学校の

皆さんも入っていただくということであります。ま

た、今、言われましたとおり、若者で、例えばレタ

ス栽培とか、そういうのを取り組もうという若い皆

さんのグループもできております。だから、そうい

った皆さんも一緒になって、また今までの農業者の

皆さん方も一緒になって、お互い元気をもらいなが

らこんな輪が広がっていったらなというふうに思っ

ております。 

 やはり何と言いましても、私はかつて畜産農家で

牛の品評会でいつも１等をとられる方に聞いたこと

があります。そしたら、どんなおいしい飼料とかの

配合とか、そういう工夫をしておられるんですかと

言ったら、こんな言われました。私は、田畑さん、

牛に餌を食わせてはおりませんと言われたんです。

何を食べさせるんですかと言ったら、牛に心を食わ

せてますと言われました。まことに含蓄のある言葉

で、いつも最優秀賞をとられたはずです。そういう

心のこもった地元産を、伸びゆく、育ちゆく子供た
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ちに食べていただいて、心も体も広く大きく育って

もらいたいという願いを込めて、こういった地元産

の輪が広がるようにこれからも努力をしていきたい

と思っております。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これで散会しま

す。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時16分 


